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※制度改正等により、該当するようになるまたは該当しなくなる場合がありますので、各窓口にお問い合わせください。

制　度
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声
の
広
報
・
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字
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郵
送
に
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者
投
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マ
ル
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の
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用
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護
保
険

等
級

身

体

障

害

者

手

帳

視覚障害

1 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △
2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △
4 △△○○△△△△△○△○○△○○○
5 △△○○△△△△△○○△○○○
6 △△○○△△△△△○○△○○○

聴覚・平衡

機 能 障 害

2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △
4 △△△△△△△△△○○△○○○
5 △△△△△△△△△○○△○○○
6 △△△△△△△△○○△○○○

音 声
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
4 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

肢 体 不

自 由

1 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
4 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 △△△△△△△△△△△△○○△○○○
6 △△△△△△△△△△△△○○△○○○

内部障害

1 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
4 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

特 定 疾 患 △ △ △ △ △ △ △

療 育 手 帳
A ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ 1～2○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
B1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
B2 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

精 神 障 害 者

保健福祉手帳

1 ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △
2 △△△△△△△△△○
3 △△△△△△△△△○

掲載ページ数 42 43 44 44 45 45 47 47 48 49 50 51 51 52 52 52 53 55 55 56 57 60 60 61 62 63 63 65 65 65 66 66 66
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障害の等級・程度別制度一覧表

　○印がついている場合でも、年齢制限、所得制限等で制度をご利用できない場合が
ありますので、各項目の内容をよくお読みください。

○印は該当　△印は一部該当
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・
点
字
小
包
の
減
額

映
画
館
の
割
引

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ふ
れ
あ
い
案
内

携
帯
電
話
等
の
割
引

等
級

身

体

障

害

者

手

帳

視覚障害

1 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ △
2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △
5 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △
6 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △

聴覚・平衡

機能障害

2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
5 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
6 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △

音 声
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △

肢体不

自 由

1 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
5 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
6 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △

内部障害

1 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △
2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △

特定疾患 △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △

療育手帳
A ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
B1 3~6 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △
B2 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △

精神障害者

保健福祉手帳

1 ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
2 △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △
3 △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △

掲載ページ数 13 14 14 15 16 17 18 25 26 27 27 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 35 38 39 40 40 40 40 41 41

※B1:身体障害者手帳３級～６級までいずれかの等級を持ち、かつ療育手帳のB1を持っている人が対象となります。

重
度
障
害
者（
児
）医
療
費
の
助
成

自
立
支
援
医
療（
更
生
医
療
）

自
立
支
援
医
療（
精
神
通
院
）

自
立
支
援
医
療（
育
成
医
療
）

車
イ
ス
の
貸
出

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

訪
問
理
容
サ
ー
ビ
ス

迷
い
人
キ
ャ
ッ
チ
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム

　　制　度

障害種別

医　療 補装具等 障害者総合支援法 その他サービス 税　の　減　免　等

重
度
障
害
者
（
児
）
医
療
費
の
助
成

自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
）

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）

訪
問
看
護
医
療

補
装
具

日
常
生
活
用
具

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
日
常
生
活
用
具

車
イ
ス
の
貸
出

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

移
動
支
援

日
中
一
時
支
援

意
思
疎
通
支
援

相
談
支
援

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

訪
問
理
容
サ
ー
ビ
ス

訪
問
指
導

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

迷
い
人
キ
ャ
ッ
チ
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム

あ
ん
し
ん
・
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

災
害
の
た
め
の
安
否
確
認
制
度

避
難
行
動
要
支
援
者
支
援
制
度

自
動
車
税
（
種
別
割
・
環
境
性
能
割
）
の
減
免

軽
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免

所
得
税
・
住
民
税
等
の
軽
減
措
置

固
定
資
産
税
等
の
減
免

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
受
信
料
の
減
免

点
字
郵
便
物
の
無
料
扱
い
・
点
字
小
包
の
減
額

映
画
館
の
割
引

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ふ
れ
あ
い
案
内

携
帯
電
話
等
の
割
引

等
級

身　
　

体　
　

障　
　

害　
　

者　
　

手　
　

帳

視覚障害

1 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ △
2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △
5 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △
6 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △

聴覚・平衡
機 能 障 害

2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
5 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
6 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △

音 声
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △

肢 体 不
自 由

1 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
5 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
6 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △

内部障害

1 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △
2 ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △
3 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △
4 B1 △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △

特 定 疾 患 △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △

療 育 手 帳
A ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
B1 3~6 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △
B2 △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △

精神障害者
保健福祉手帳

1 ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △
2 △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △
3 △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △

掲載ページ数 12 13 14 15 15 16 17 24 27 28 28 30 30 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 39 40 41 41 41 42 42 42

4 大東市暮らしの情報



※制度改正等により、該当するようになるまたは該当しなくなる場合がありますので、各窓口にお問い合わせください。

制　度

障害種別

交通運賃の割引等 給 付・ 手 当・ 年 金 等 自 動 車 貸 付 住宅 そ の 他

Ｊ
Ｒ
・
私
鉄
運
賃
の
割
引

バ
ス
運
賃
の
割
引

有
料
道
路
の
割
引

航
空
運
賃
の
割
引

船
舶
運
賃
の
割
引

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
障
害
者
手
当

大
阪
府
重
度
障
害
者
在
宅
介
護
支
援
給
付
金

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

障
害
基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
年
金

大
東
市
在
日
外
国
人
心
身
障
害
者
給
付
金

大
阪
府
重
度
障
害
者
特
例
支
援
給
付
金

大
阪
府
障
害
者
扶
養
共
済

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
介
護
料
支
給

自
動
車
改
造
費
の
助
成

自
動
車
運
転
免
許
取
得
助
成

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
の
交
付

大
阪
府
障
が
い
者
等
用
駐
車
区
画
利
用
証
制
度

大
阪
府
生
活
福
祉
資
金

府
営
住
宅

住
宅
改
造
助
成
事
業

声
の
広
報
・
点
字
広
報

郵
送
に
よ
る
不
在
者
投
票

マ
ル
優
制
度
の
適
用

介
護
保
険

等
級

身

体

障

害

者

手

帳

視覚障害

1 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △
2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △
4 △△○○△△△△△○△○○△○○○
5 △△○○△△△△△○○△○○○
6 △△○○△△△△△○○△○○○

聴覚・平衡

機 能 障 害

2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △
4 △△△△△△△△△○○△○○○
5 △△△△△△△△△○○△○○○
6 △△△△△△△△○○△○○○

音 声
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
4 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

肢 体 不

自 由

1 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
4 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 △△△△△△△△△△△△○○△○○○
6 △△△△△△△△△△△△○○△○○○

内部障害

1 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ Ａ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
4 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

特 定 疾 患 △ △ △ △ △ △ △

療 育 手 帳
A ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ 1～2○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
B1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
B2 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

精 神 障 害 者

保健福祉手帳

1 ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △
2 △△△△△△△△△○
3 △△△△△△△△△○

掲載ページ数 42 43 44 44 45 45 47 47 48 49 50 51 51 52 52 52 53 55 55 56 57 60 60 61 62 63 63 65 65 65 66 66 66

タ
ク
シ
ー
運
賃
の
割
引

大
阪
府
生
活
福
祉
資
金（
総
合
支
援
資
金
）

生
活
福
祉
資
金（
緊
急
小
口
資
金
）

視
覚
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

ニ
ュ
ー
福
祉
定
期
貯
金

大
阪
府
生
活
福
祉
資
金（
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
）

重
度
障
害
者（
児
）タ
ク
シ
ー
基
本
料
金
の
一
部
助
成

　　制　度

障害種別

交通運賃の割引等 給 付 ・ 手 当 ・ 年 金 等 自 動 車 貸　付 住宅 そ　の　他

Ｊ
Ｒ
・
私
鉄
運
賃
の
割
引

バ
ス
・
地
下
鉄
等
運
賃
の
割
引

タ
ク
シ
ー
運
賃
の
割
引

有
料
道
路
の
割
引

福
祉
有
償
運
送

航
空
運
賃
の
割
引

船
舶
運
賃
の
割
引

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
障
害
者
手
当

大
阪
府
重
度
障
害
者
在
宅
介
護
支
援
給
付
金

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

障
害
基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
年
金

大
東
市
在
日
外
国
人
心
身
障
害
者
給
付
金

大
阪
府
重
度
障
害
者
特
例
支
援
給
付
金

重
度
障
害
者
（
児
）
タ
ク
シ
ー
基
本
料
金
の
一
部
助
成

大
阪
府
障
害
者
扶
養
共
済

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
介
護
料
支
給

自
動
車
改
造
費
の
助
成

自
動
車
運
転
免
許
取
得
助
成

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
の
交
付

大
阪
府
障
が
い
者
等
用
駐
車
区
画
利
用
証
制
度

大
阪
府
生
活
福
祉
資
金

大
阪
府
生
活
福
祉
資
金
（
総
合
支
援
資
金
）

大
阪
府
生
活
福
祉
資
金
（
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
）

生
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等
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身　
　

体　
　

障　
　

害　
　

者　
　

手　
　

帳

視覚障害

1 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ A ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○
2 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ A ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○
4 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △
5 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △
6 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △

聴覚・平衡
機能障害

2 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ A ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
4 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
6 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △

音 声
3 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
4 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

肢体不
自 由

1 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ A ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
2 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ A ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
4 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
6 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

内部障害

1 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ A ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
2 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ A ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
4 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

特定疾患 △ △ △ △ △ △ △ △

療育手帳
A ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ 1~2 ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
B1 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △
B2 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

精神障害者
保健福祉手帳

1 △ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
2 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○
3 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

掲載ページ数 43 44 45 45 46 47 47 48 48 50 50 51 52 53 53 54 54 55 56 56 57 58 61 61 62 63 64 66 67 67 67 68 68 68 70
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▼大阪府障がい者自立相談支援センター（知的障がい者支援課）
 ‥‥‥‥‥ TEL 06-6692-5263
 ‥‥‥‥‥ FAX 06-6692-3981

知的障害の判定及び専門的相談・指導（知的障害者更生相談所業務）を実施すると
ともに、発達障害を伴う知的障害のある方々への支援を実施しています。

▼大阪府こころの健康総合センター
　こころの電話相談 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ TEL 06-6607-8814
こころの病やこころの健康に不安をお持ちの方、適切な医療機関や障害福祉サービ
スなどを知りたい方のために電話相談を行っています。

▼大阪府中央子ども家庭センター ‥‥‥‥‥‥‥
 ‥‥‥‥‥‥‥ 

子どもや家庭についての相談を行っています。18歳未満の知的障害のある方の療
育手帳判定機関です。障害児施設の利用等に関する相談に応じています。

▼大阪府四條畷保健所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

精神保健福祉、母子（小児慢性特定疾病児等）、難病（指定難病）、感染症などについ
ての相談を行っています。

▼ハローワーク門真（門真公共職業安定所）
 ‥‥‥‥‥ TEL 06-6906-6831
 ‥‥‥‥‥ FAX 06-6908-8943

障害者の職業相談に応じ、就職のあっせんを行っています。

▼北河内東障害者就業・生活支援センター
 ‥‥‥‥‥ 
 ‥‥‥‥‥ 

就労を希望する障害者のために、雇用相談や生活相談を行っています。

▼ワークサポート大東
•大東市地域職業相談室 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
ハローワークと同じ内容の求人が検索・閲覧でき、応募を希望する求人を紹介す
るところです。

•大東市地域就労支援センター ‥‥‥‥
働く意欲がありながら、様々な問題を抱えていることで、なかなか就職が決まら
ない、どうしたらいいのか分からないといった人たちに対し、専門員が相談にの
ります。

TEL 072-828-0161
FAX 072-828-5319

TEL 072-878-1021
FAX 072-876-4484

TEL 072-871-0047
FAX 072-889-1007

TEL 072-874-8733
FAX 072-874-8770

TEL＆FAX 072-870-5370

相　談1
1 相談窓口

▼障害福祉課 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付をはじめ、各種制度、
施策に関する全般的な相談に応じています。

▼大東市基幹相談支援センター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体・知的・精神の障害
のある方やご家族の相談支援を総合的に行います。また、権利擁護や虐待防止、地
域移行や地域定着支援等も行っています。

•大東市障害者虐待防止センター ‥‥TEL 072-806-1332（24時間対応）
障害者の虐待にかかわる通報や届出・支援などの相談に応じています。

▼相談支援事業所

①大東市障害者生活支援センター みすみ ‥‥‥
 （主な相談対象者……身体障害者）　　　　　　　　　　　　

②相談支援センター あおぞら ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
 （主な相談対象者……知的障害者）　　　　　　　　　　　　

③のぞみ相談支援センター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
 （主な相談対象者……精神障害者）　　　　　　　　　　　　

④大東市障害者生活支援センター ごくでん ‥‥
 （主な相談対象者……障害児）　　　　　　　　　　　　　　

▼大阪府障がい者自立相談支援センター（身体障がい者支援課）
 ‥‥‥‥‥ TEL 06-6692-5262
 ‥‥‥‥‥ FAX 06-6692-5340
身体障害者及び難病等による障害者の補装具や自立支援医療（更生医療）の判定及
び専門的相談・指導（身体障害者更生相談所業務）を実施するとともに、巡回相談の
場などに理学療法士（PT）及び作業療法士（OT）を派遣しています。また、高次脳機
能障害についての相談に応じています。

TEL 072-870-9630
FAX 072-873-3838

TEL 072-803-8536
FAX 072-803-8537

TEL 072-806-1331
FAX 072-806-1333

TEL 072-875-3969
FAX 072-800-6051

TEL 072-872-7199
FAX 072-395-1810

TEL 072-803-8536
FAX 072-803-8537

障害のある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護の
ために必要な援助を行うことにより、障害のある人などが自立した日常生活または
社会生活を営むことができるようにすることを目的とした機関です。
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▼大阪府障がい者自立相談支援センター（知的障がい者支援課）
 ‥‥‥‥‥ TEL 06-6692-5263
 ‥‥‥‥‥ FAX 06-6692-3981

知的障害の判定及び専門的相談・指導（知的障害者更生相談所業務）を実施すると
ともに、発達障害を伴う知的障害のある方々への支援を実施しています。

▼大阪府こころの健康総合センター
　こころの電話相談 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ TEL 06-6607-8814
こころの病やこころの健康に不安をお持ちの方、適切な医療機関や障害福祉サービ
スなどを知りたい方のために電話相談を行っています。

▼大阪府中央子ども家庭センター ‥‥‥‥‥‥‥
 ‥‥‥‥‥‥‥ 

子どもや家庭についての相談を行っています。18歳未満の知的障害のある方の療
育手帳判定機関です。障害児施設の利用等に関する相談に応じています。

▼大阪府四條畷保健所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

精神保健福祉、母子（小児慢性特定疾病児等）、難病（指定難病）、感染症などについ
ての相談を行っています。

▼ハローワーク門真（門真公共職業安定所）
 ‥‥‥‥‥ TEL 06-6906-6831
 ‥‥‥‥‥ FAX 06-6908-8943

障害者の職業相談に応じ、就職のあっせんを行っています。

▼北河内東障害者就業・生活支援センター
 ‥‥‥‥‥ 
 ‥‥‥‥‥ 

就労を希望する障害者のために、雇用相談や生活相談を行っています。

▼ワークサポート大東
•大東市地域職業相談室 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
ハローワークと同じ内容の求人が検索・閲覧でき、応募を希望する求人を紹介す
るところです。

•大東市地域就労支援センター ‥‥‥‥
働く意欲がありながら、様々な問題を抱えていることで、なかなか就職が決まら
ない、どうしたらいいのか分からないといった人たちに対し、専門員が相談にの
ります。

TEL 072-828-0161
FAX 072-828-5319

TEL 072-878-1021
FAX 072-876-4484

TEL 072-871-0047
FAX 072-889-1007

TEL 072-874-8733
FAX 072-874-8770

TEL＆FAX 072-870-5370
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手　帳2
1 身体障害者手帳

対象者 　視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体（上肢・
下肢・体幹・脳原性運動機能障害）、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、
ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害のある人。

内　容 　手帳には、障害の程度により1級から6級の区分があり、手帳の交付を受
けると各種の制度を利用することができます。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072-870-9630　FAX 072-873-3838
［手続き］

①新規交付 窓口で所定の診断書用紙を受けとる
 ↓

 指定医師の診断を受ける
↓ 

 窓口で申請手続きをする
↓ 

 大東市で審査後、手帳を作成
↓ 

 障害福祉課で手帳を交付

◆申請手続きに必要なもの◆
1．指定医師の診断書（３か月以内のもの）
2．顔写真1枚（たて4㎝・よこ3㎝、1年以内のもの）※コピー紙不可
3．マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと

本人確認書類等）
◆⑤身体障害者手帳診断料助成制度申請の場合は下記も持参◆
4．印かん
5．診断書作成のための検査料・文書料等の領収書
6．本人名義の預金通帳

②再交付
障害の程度が変わったり他の障害が加わった場合、再認定が必要な場合は、手
帳を持参のうえ新規交付と同じ手続きをしてください。
また、手帳を紛失・破損した場合は、顔写真（１年以内のもの）、マイナンバー
関係書類等を持参のうえ手続きしてください。

③住所・氏名の変更
住所・氏名に変更があった場合は、手帳、マイナンバー関係書類等を持参のうえ
届出してください。

あなたの地域での最も身近な相談者です。福祉事務所等関係機関との連絡も行ってい
ます。民生委員児童委員に関することや地区担当民生委員児童委員の氏名等は、福祉
政策課 TEL 072-870-0435　FAX 072-872-2189 か大東市社会福祉協議会（大東
市民生委員児童委員協議会事務局）TEL 072-874-1082　FAX 072-874-1828 へ
お問い合わせください。

生活の困りごとや不安を抱いている方、離職などにより居住する住居の家賃を支払
うことが困難な方などに対して、相談支援を行います。また、安定した仕事に就く
一般就労を目指して、専門の支援員が個別の面談やニーズに応じた職業紹介、面接
対策など、一人ひとりの状況に応じ改善の意欲を高めるための家計再建支援を行
います。ひきこもり状態にあるご本人やそのご家族からの相談にはひきこもり支援
機関へつなぎ、自立への支援を行います。

TEL 072-870-9664
FAX 072-872-2189

▼くらしサポート大東（福祉政策課内）
•生活困窮者自立相談支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

2 障害者（児）相談員等
▼身体障害者相談員

主に身体障害者の中から選ばれ、身体障害者（児）の身近な問題についていろいろな
相談に応じるとともに、福祉事務所など関係機関の業務に関する協力や身体障害者
福祉の地域活動の中心になっています。

▼知的障害者相談員
知的障害者（児）や家族からのいろいろな相談に応じ、必要な助言を行うとともに、
知的障害者福祉の地域活動の中心的な役割を果たしています。

▼精神障害者相談員
関係機関と連携し、精神障害者の身近な問題について相談に応じ、必要な助言を行
っています。

※各相談員への相談については、広報「だいとう」に相談場所等を掲載しています。
各相談員の氏名等は障害福祉課（TEL 072-870-9630　FAX 072-873-3838）
へお問合せください。

▼民生委員児童委員
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手　帳2
1 身体障害者手帳

対象者 　視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体（上肢・
下肢・体幹・脳原性運動機能障害）、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、
ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害のある人。

内　容 　手帳には、障害の程度により1級から6級の区分があり、手帳の交付を受
けると各種の制度を利用することができます。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072-870-9630　FAX 072-873-3838
［手続き］

①新規交付 窓口で所定の診断書用紙を受けとる
 ↓

 指定医師の診断を受ける
↓ 

 窓口で申請手続きをする
↓ 

 大東市で審査後、手帳を作成
↓ 

 障害福祉課で手帳を交付

◆申請手続きに必要なもの◆
1．指定医師の診断書（３か月以内のもの）
2．顔写真1枚（たて4㎝・よこ3㎝、1年以内のもの）※コピー紙不可
3．マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと

本人確認書類等）
◆⑤身体障害者手帳診断料助成制度申請の場合は下記も持参◆
4．印かん
5．診断書作成のための検査料・文書料等の領収書
6．本人名義の預金通帳

②再交付
障害の程度が変わったり他の障害が加わった場合、再認定が必要な場合は、手
帳を持参のうえ新規交付と同じ手続きをしてください。
また、手帳を紛失・破損した場合は、顔写真（１年以内のもの）、マイナンバー
関係書類等を持参のうえ手続きしてください。

③住所・氏名の変更
住所・氏名に変更があった場合は、手帳、マイナンバー関係書類等を持参のうえ
届出してください。
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類等を持参のうえ手続きしてください。
③再交付

手帳を紛失・破損された人は、顔写真1枚を持参のうえ手続きしてください。
④住所・氏名等の変更

住所・氏名等に変更がある人は、手帳を持参のうえ届出をしてください。
⑤返還

本人が死亡された場合や、手帳を必要とされなくなった場合は、手帳を持参の
うえ、窓口まで返してください。府外へ転出される場合は、当課の窓口で手続
きのうえ、転出先に持っていってください。ただし、転出先によっては使用で
きない場合があります。

⑥その他
手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。
手帳に記載されている「次の判定年月」を過ぎると、制度が受けられなくなる
ことがあります。次回判定年月の３か月前から更新手続きが可能です。

3 精神障害者保健福祉手帳
対象者 　統合失調症やそううつ病、中毒性精神病など精神疾患のある人のうち、精

神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。
初診日から６か月以上経過した時点から申請ができます。

内　容

◆申請手続きに必要なもの◆
１．顔写真 １枚（たて４㎝・よこ３㎝、１年以内のもの）※コピー紙不可
２．医師の診断書（所定の様式のもので初診日から６か月以上経過

した時点のもの、かつ３か月以内のもの）
または年金証書の写し
※年金証書（精神障害で認定されているもの）の写しを添える
場合は、一番最近の年金振込通知書の写しまたは一番最近の
年金支払通知書の写し、年金事務所または共済組合等に照会
するための同意書が必要です。

３．マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと本人
確認書類等）

②更新手続
手帳に記載されている次回判定時期に手帳、顔写真 1 枚、マイナンバー関係書

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072‒870‒9630　FAX 072‒873‒3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072‒870‒9630　FAX 072‒873‒3838

手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があり、手帳の交付を受け
ると各種の制度を利用できます。有効期限は2年です。有効期限の３か月前
から更新手続が可能です。手帳交付と自立支援医療（精神通院）制度を同時
申請する場合、自立支援医療（精神通院）医療用の診断書が不要となります。

本人が死亡されたり、障害の程度が変わり、法に定める障害に該当しなくなっ
た場合は、手帳を窓口まで返してください。（本人のマイナンバー関係書類等
が必要です）

⑤身体障害者手帳診断料助成
市民税非課税世帯の方のみが対象となります。ただし、生活保護を受けている
方は、対象となりませんので、生活福祉課にご相談ください。

⑥その他
手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。手帳ができました
ら、通知文が郵送で届きますので、必要なものを持参のうえ障害福祉課へお越
しください。
なお、手帳の認定は大東市で行います。（医学的専門判断を要する場合を除く）
診断書の等級と異なった決定、再診断、却下等になる場合もあります。

2 療育手帳
対象者 　大阪府中央子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援セン

ター知的障がい者支援課で知的障害者と判定された人

内　容 　手帳には、障害の程度により、A・B1・B2の区分があり、手帳の交付を
受けると各種の制度を利用することができます。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072‒870‒9630　FAX 072‒873‒3838
［手続き］

①新規交付

↓

↓

↓

窓口で申請手続きをする

大阪府中央子ども家庭センターで判定（18歳未満）
大阪府障がい者自立相談支援センター知的障がい者
支援課で判定（18歳以上）

大阪府で手帳を作成

障害福祉課で手帳を交付

◆申請手続きに必要なもの◆
１. 顔写真 １枚（たて４㎝・よこ３㎝、１年以内のもの）
　  ※コピー紙不可
２. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カード

と本人確認書類等）

④返還
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類等を持参のうえ手続きしてください。
③再交付

手帳を紛失・破損された人は、顔写真1枚を持参のうえ手続きしてください。
④住所・氏名等の変更

住所・氏名等に変更がある人は、手帳を持参のうえ届出をしてください。
⑤返還

本人が死亡された場合や、手帳を必要とされなくなった場合は、手帳を持参の
うえ、窓口まで返してください。府外へ転出される場合は、当課の窓口で手続
きのうえ、転出先に持っていってください。ただし、転出先によっては使用で
きない場合があります。

⑥その他
手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。
手帳に記載されている「次の判定年月」を過ぎると、制度が受けられなくなる
ことがあります。次回判定年月の３か月前から更新手続きが可能です。

3 精神障害者保健福祉手帳
対象者 　統合失調症やそううつ病、中毒性精神病など精神疾患のある人のうち、精

神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。
初診日から６か月以上経過した時点から申請ができます。

内　容

◆申請手続きに必要なもの◆
１．顔写真 １枚（たて４㎝・よこ３㎝、１年以内のもの）※コピー紙不可
２．医師の診断書（所定の様式のもので初診日から６か月以上経過

した時点のもの、かつ３か月以内のもの）
または年金証書の写し
※年金証書（精神障害で認定されているもの）の写しを添える
場合は、一番最近の年金振込通知書の写しまたは一番最近の
年金支払通知書の写し、年金事務所または共済組合等に照会
するための同意書が必要です。

３．マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと本人
確認書類等）

②更新手続
手帳に記載されている次回判定時期に手帳、顔写真 1 枚、マイナンバー関係書

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072‒870‒9630　FAX 072‒873‒3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072‒870‒9630　FAX 072‒873‒3838

手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があり、手帳の交付を受け
ると各種の制度を利用できます。有効期限は2年です。有効期限の３か月前
から更新手続が可能です。手帳交付と自立支援医療（精神通院）制度を同時
申請する場合、自立支援医療（精神通院）医療用の診断書が不要となります。
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医　療3
1 重度障害者（児）医療費の助成

対象者  ①身体障害者手帳1級・2級の人。
 ②療育手帳Aの人。
 ③身体障害者手帳の所持者で、かつ療育手帳B1の人。
 ④精神障害者保健福祉手帳１級の人。
 ⑤重度の難病患者で障害年金１級受給者または特別児童扶養手当１級受

給者。
 上記①～⑤のいずれも、国民健康保険、後期高齢者医療または社会保険等

の被保険者および被扶養者であること。
ただし、所得制限がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

内　容 　病気やケガの治療を受けた場合、保険が適用される医療費の自己負担（一
部自己負担額を除いた）分（高額療養費・付加給付による療養費や、他の
医療費助成制度による助成額は控除）を助成します。ただし、他府県の医
療機関で受診された場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後
窓口で請求の手続きをしてください（領収書、印かん、健康保険証、重度
障害者医療証、銀行預金通帳等をご持参ください）。また、入院時の食事
に要する費用は自己負担となります。ただし中学校卒業までの子どもに
ついては、助成対象となります。他府県の医療機関で受診された場合と同
じく、いったん立替払いをしていただき、その後窓口で請求の手続きをし

 一部自己負担額・・・１医療機関あたり入・通院各500円まで／１日。
助成対象者１人当たりの負担限度額を１か月あたり3,000円とし、１か
月3,000円を超えてお支払をいただいた医療費については、自動償還に
てお返しします。（自動償還については、口座の登録が必要です。）

［窓　口］ 福祉政策課　TEL 072ｰ870ｰ9626　FAX 072ｰ872ｰ2189

てください。なお、訪問看護利用料も重度障害者医療の対象となります。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者

保健福祉手帳
2. 健康保険証
3. 印かん（口座登録時に必要）
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2 自立支援医療（更生医療）
対象者 　身体障害者手帳の所持者（18歳以上）
内　容 　身体障害者の日常生活能力や職業能力を回復、改善するために、障害の程

度を軽くしたり、あるいは障害の進行を防ぐことを目的として指定医療
機関における医療費を助成します。（歯科矯正、角膜手術、関節形成手術、
外耳形成手術、心臓手術、肝移植、腎移植、人工透析療法等）

費　用 　原則として保険給付後の医療費の１割負担の適用となります。１割負担
については、所得の状況に応じて上限額が設けられます。

［手続き］  給付申請手続きをする（指定医療機関の意見書が必要）
↓

判定を受ける
↓

受給者証の交付
↓

指定医療機関で治療を受ける

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳
2. 医師の意見書・費用明細書
3. 健康保険証のコピー等
　※生活保護を受給されている人は不要です。
4. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知

カードと本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
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度を適用し、その上に公費による負担を組み合わせた仕組みになってい
ます。承認期間は1年です。※有効期限を過ぎてから手続きをした場合
は、新たな申請受付までの期間の公費負担はありません。

①新規交付

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 医師の診断書（通院医療費公費負担用）
2. 自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書
3. 同意書（自己負担額の上限を決定するために必要です。）

②継続交付
有効期限の3 か 月前から手続きが可能です。新規交付と同じ手続きをしてくだ
さい。医師の診断書は2年に1度の提出が必要です。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

※生活保護を受給されている人は不要です。
4. 健康保険証のコピー等

5. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと
本人確認書類等）

3 自立支援医療（精神通院）
対象者　精神疾患の治療のため通院医療を受ける人
内　容　通院で必要とした医療費のうち、90％までを健康保険やその他の制度を

組み合わせて公費で支払われることを定めた制度です。まず医療保険制

5 訪問看護医療
対象者　主治医に継続的な看護を受けることが適当であると診断された人。

内　容　在宅において、医師の指示に基づき看護師が訪問し、療養上の介護を重点
におき、診療上の補助、家族に対する支援等を行います。ご利用を希望さ
れる人は、直接訪問看護ステーションへご連絡ください。

費用等　本人負担が必要です。

4 自立支援医療（育成医療）
対象者　治療を行うことにより、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にできる

ように医療が必要な18歳未満の児童に対して行う自立支援医療（育成医
療）指定医療機関における医療費を助成します。

内　容　対象の障害ごとに定められた疾患に対する医学的処置、薬剤または治療
材料等の支給にかかる費用の一部を公費によって支給する制度です。

費　用　総医療費の1割を自己負担して頂き、その残りから健康保険給付額を除
いた額です。ただし、自己負担額には世帯の所得や疾患の重症度など状況
に応じて上限額が設けられます。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 医師の意見書
2. 健康保険証のコピー等
　※生活保護を受給されている人は不要です。
3. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと

本人確認書類等）

［窓　口］　障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
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5 訪問看護医療
対象者　主治医に継続的な看護を受けることが適当であると診断された人。

内　容　在宅において、医師の指示に基づき看護師が訪問し、療養上の介護を重点
におき、診療上の補助、家族に対する支援等を行います。ご利用を希望さ
れる人は、直接訪問看護ステーションへご連絡ください。

費用等　本人負担が必要です。

4 自立支援医療（育成医療）
対象者　治療を行うことにより、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にできる

ように医療が必要な18歳未満の児童に対して行う自立支援医療（育成医
療）指定医療機関における医療費を助成します。

内　容　対象の障害ごとに定められた疾患に対する医学的処置、薬剤または治療
材料等の支給にかかる費用の一部を公費によって支給する制度です。

費　用　総医療費の1割を自己負担して頂き、その残りから健康保険給付額を除
いた額です。ただし、自己負担額には世帯の所得や疾患の重症度など状況
に応じて上限額が設けられます。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 医師の意見書
2. 健康保険証のコピー等
　※生活保護を受給されている人は不要です。
3. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと

本人確認書類等）

［窓　口］　障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

15大東市暮らしの情報

３
医
　
療



補装具・日常生活用具等

1 補装具の交付
身体上の障害を補うための用具の支給が受けられます。

対象者 　①身体障害者手帳をお持ちの人（補装具に対応する障害名記載要）
②難病患者等（法に定める 366 疾病）で医師意見書により必要と認められ

る人
※対象者および配偶者の所得が一定を超えると制度の対象外となりま

す。（18歳未満の場合は保護者）

費　用 　市民税非課税（配偶者を含む）の方は自己負担なし、課税（配偶者を含む）
の方は１割負担となります。（告示による基準価格（上限額）があります）

類　　　　　種人るれらけ受を理修・付交

視覚障害者（児） 視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡

聴覚障害者（児） 補聴器・人工内耳（一部修理のみ）

肢体不自由者（児）

義手・義足・装具・座位保持装置・重度障害者用意思伝
達装置・ 車いす ・ 電動車いす ・ 歩行器 ・ 歩行補助杖 ・
＊座位保持いす・＊起立保持具・＊頭部保持具・＊排便
補助具（＊印は、18歳未満に限ります。 の補装具
は介護保険法適応者は介護保険制度が優先します。その他
内容によっては医療保険等が優先される場合があります。）

※障害状況により真にやむを得ない場合、種目、型式、価格等基準によりがたい補装具が、基準外交付とし
て受けられる場合がありますので、窓口にご相談ください。

［手続き］  購入前に申請手続きをする
↓

障がい者自立相談支援センターの判定を受ける
↓

判定書（意見書）に基づき支給券を発行
↓

支給券を業者に渡し、用具を受け取る

＊補装具によっては、判定を省略できる場合があります。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳　　　2. 業者の見積書
3. 所定の意見書処方箋（一部の用具によっては必要ない場合があります。）
4. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと

本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838

4
2 補装具の修理
支給された補装具の各種部品、消耗品の交換を含めて修理により継続して使用でき
るもの。
対象者 　補装具支給を受けた人
費　用 　市民税非課税（配偶者を含む）の方は自己負担なし、課税（配偶者を含む）

の方は１割負担となります。
［手続き］ 修理前に申請手続きをする

↓
支給券を発行

↓
支給券を業者に渡し、修理してもらう

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳　　　2. 業者の見積書
3. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと

本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838

3 日常生活用具の給付
対象者 　身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。 

障害者総合支援法の対象となる難病の人。
費　用 　市民税非課税（配偶者を含む）の方は自己負担なし、課税（配偶者を含む）

の方は１割負担となります。

［手続き］ 申請手続きをする
↓

給付券を発行
↓

給付券を業者に渡し、用具を受けとる

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
2. 業者の見積書

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838
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2 補装具の修理
支給された補装具の各種部品、消耗品の交換を含めて修理により継続して使用でき
るもの。
対象者 　補装具支給を受けた人
費　用 　市民税非課税（配偶者を含む）の方は自己負担なし、課税（配偶者を含む）

の方は１割負担となります。
［手続き］ 修理前に申請手続きをする

↓
支給券を発行

↓
支給券を業者に渡し、修理してもらう

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳　　　2. 業者の見積書
3. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと

本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838

3 日常生活用具の給付
対象者 　身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。 

障害者総合支援法の対象となる難病の人。
費　用 　市民税非課税（配偶者を含む）の方は自己負担なし、課税（配偶者を含む）

の方は１割負担となります。

［手続き］ 申請手続きをする
↓

給付券を発行
↓

給付券を業者に渡し、用具を受けとる

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
2. 業者の見積書

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838
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■日常生活用具の給付一覧表

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考

視覚障害者用
ポータブルレコーダー

視覚障害者が容易に使
用できるもの

6年 1・2級の視覚障
害者（児）

85,000円 原則として学齢児以上

再生専用機
35,000円

視覚障害者用時計 同上 10年 1・2級の視覚障
害者

触読式
10,300円
音声
13,300円

音声時計は、手指の触覚
に障害がある等触読式時
計の使用が困難な人

点字タイプライター 同上 ５年 同上 63,100円 本人が就労もしくは就学
しているかまたは就労が
見込まれる人

電磁調理器 視覚障害者、知的障害
者が容易に使用できる
もの

6年 1・2級の視覚障
害者、または重度
の知的障害者

41,000円 対象者が視覚障害者の場
合は、視覚障害者のみの
世帯およびこれに準ずる
世帯

視覚障害者用体温計
（音声式）

視覚障害者が容易に使
用できるもの

5年 1・2級の視覚障
害者（児）

9,000円 原則として学齢児以上視
覚障害者のみの世帯およ
びこれに準ずる世帯

点字図書 点字により作成された
図書

－ 主に、情報の入手
を点字にたよっ
ている視覚障害
者（児）

年間6タイ
トルまたは
24巻

事前登録が必要

点字新聞 毎日曜日発刊の視覚障
害者に関するニュース

－ 視覚障害者 16,000円 事前登録が必要1タイト
ル

歩行時間延長
信号機用小型送信機

視覚障害者（児）が容易
に使用できるもの

10年 1・2級の視覚障
害者（児）

7,000円 原則として学齢児以上

視覚障害者用
活字文書読上げ装置

活字と同一紙面に掲載
された当該活字をコー
ド化した情報を読み取
り当該活字情報を音声
により伝える

6年 1・2級以上の視
覚障害者（児）

99,800円 原則として学齢児以上

視覚障害者用体重計 視覚障害者が容易に使
用できるもの

5年 1・2級の視覚障
害者（児）

18,000円 視覚障害者のみの世帯お
よびこれに準ずる世帯
（原則として学齢児以上）

視覚障害者用
拡大読書器

画像入力装置を読みた
いものの上に置くこと
で、簡単に拡大された
画像をモニターに映し
出せるもの

8年 視 覚 障 害 者 で
あって本装置に
より文字等を読
むことが可能に
なる人（児）

198,000円 原則として学齢児以上

視覚障害者用タッチ
式タグレコーダー

情報を登録したシール
を読み取り、登録済み
の音声を再生する機能
を有するもので、視覚
障害者が容易に使用で
きるもの

6年 1・2級の視覚障
害者（児）

39,900円 原則として学齢児以上

視覚障害者用
ラジオ受信器

テレビ音声及びＡＭ/Ｆ
Ｍ放送を受信する機能
を有し、かつ災害時の緊
急放送を受信するもの
で、視覚障害者(児)が
容易に使用できるもの

6年 1・2級の視覚障
害者（児）

29,000円 原則として学齢児以上一
人一台

視覚障害者用血圧計
(音声式)

視覚障害者が容易に使
用できるもの

5年 1・2級の視覚障
害者（児）

15,430円 原則として中学生以上

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考
点字図書 点字により作成された

図書
－ 主に、情報の入手を�

点字にたよってい
る視覚障害者（児）

年間６タイ
トルまたは
24巻

事前登録が必要

点字新聞 毎日曜日発刊の視覚障
害者に関するニュース

－ 視覚障害者 16,000 円 事前登録が必要１タイト
ル

点字ディスプレイ 文字等のコンピュー
ターの画面情報を点字
等により示すことがで
きるもの

６年 1・2 級 の 視 覚
障害かつ２級の�
聴覚障害の重複�
障害者

383,500 円

点字タイプライター 視覚障害者が容易に使
用できるもの

５年 1・2 級の視覚障
害者（児）

63,100 円 本人が就労もしくは就学
しているかまたは就労が
見込まれる人

点字器 触覚で識別できる凸点
を組み合わせて構成さ
れる点字を打つための
用具（点筆を含む。）

７年 視覚障害者（児） 標準型木製
10,800 円

プラスチック製
6,600 円

原則として学齢児以上

５年 携帯用木製
7,200 円

プラスチック製
1,650 円

視覚障害者用体温計
（音声式）

視覚障害者が容易に使
用できるもの

５年 1・2 級の視覚障
害者（児）

9,000 円 原則として学齢児以上

視覚障害者用体重計 視覚障害者が容易に使
用できるもの

５年 1・2 級の視覚障
害者（児）

18,000 円 視覚障害者のみの世帯お
よびこれに準ずる世帯
（原則として学齢児以上）

視覚障害者用血圧計
（音声式）

視覚障害者が容易に使
用できるもの

５年 1・2 級の視覚障
害者（児）

15,430 円 原則として中学生以上

視覚障害者用時計 視覚障害者が容易に使
用できるもの

５年 1・2 級の視覚障
害者（児）

触読式
10,300 円
音声
13,300 円

音声時計は、手指の触覚
に障害がある等触読式時
計の使用が困難な人

視覚障害者用
ラジオ受信器

テレビ音声及びAM/
FM放送を受信する機
能を有し、かつ災害時
の緊急放送を受信する
もので、視覚障害者が
容易に使用できるもの

６年 1・2 級の視覚障
害者（児）

29,000 円 原則として学齢児以上一
人一台

視覚障害者用
ポータブルレコーダー

視覚障害者が容易に使
用できるもの

６年 1・2 級の視覚障
害者（児）

85,000 円 原則として学齢児以上

再生専用機
48,000 円

視覚障害者用タッチ
式タグレコーダー

情報を登録したシール
を読み取り、登録済み
の音声を再生する機能
を有するもので、視覚
障害者が容易に使用で
きるもの

６年 1・2 級の視覚障
害者（児）

39,900 円 原則として学齢児以上

視覚障害者用
活字文書読上げ装置

活字と同一紙面に掲載
された当該活字をコー
ド化した情報を読み取
り当該活字情報を音声
により伝えるもの

６年 1・2 級以上の視
覚障害者（児）

99,800 円 原則として学齢児以上
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■日常生活用具の給付一覧表

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考

視覚障害者用
ポータブルレコーダー

視覚障害者が容易に使
用できるもの

6年 1・2級の視覚障
害者（児）

85,000円 原則として学齢児以上

再生専用機
35,000円

視覚障害者用時計 同上 10年 1・2級の視覚障
害者

触読式
10,300円
音声
13,300円

音声時計は、手指の触覚
に障害がある等触読式時
計の使用が困難な人

点字タイプライター 同上 ５年 同上 63,100円 本人が就労もしくは就学
しているかまたは就労が
見込まれる人

電磁調理器 視覚障害者、知的障害
者が容易に使用できる
もの

6年 1・2級の視覚障
害者、または重度
の知的障害者

41,000円 対象者が視覚障害者の場
合は、視覚障害者のみの
世帯およびこれに準ずる
世帯

視覚障害者用体温計
（音声式）

視覚障害者が容易に使
用できるもの

5年 1・2級の視覚障
害者（児）

9,000円 原則として学齢児以上視
覚障害者のみの世帯およ
びこれに準ずる世帯

点字図書 点字により作成された
図書

－ 主に、情報の入手
を点字にたよっ
ている視覚障害
者（児）

年間6タイ
トルまたは
24巻

事前登録が必要

点字新聞 毎日曜日発刊の視覚障
害者に関するニュース

－ 視覚障害者 16,000円 事前登録が必要1タイト
ル

歩行時間延長
信号機用小型送信機

視覚障害者（児）が容易
に使用できるもの

10年 1・2級の視覚障
害者（児）

7,000円 原則として学齢児以上

視覚障害者用
活字文書読上げ装置

活字と同一紙面に掲載
された当該活字をコー
ド化した情報を読み取
り当該活字情報を音声
により伝える

6年 1・2級以上の視
覚障害者（児）

99,800円 原則として学齢児以上

視覚障害者用体重計 視覚障害者が容易に使
用できるもの

5年 1・2級の視覚障
害者（児）

18,000円 視覚障害者のみの世帯お
よびこれに準ずる世帯
（原則として学齢児以上）

視覚障害者用
拡大読書器

画像入力装置を読みた
いものの上に置くこと
で、簡単に拡大された
画像をモニターに映し
出せるもの

8年 視 覚 障 害 者 で
あって本装置に
より文字等を読
むことが可能に
なる人（児）

198,000円 原則として学齢児以上

視覚障害者用タッチ
式タグレコーダー

情報を登録したシール
を読み取り、登録済み
の音声を再生する機能
を有するもので、視覚
障害者が容易に使用で
きるもの

6年 1・2級の視覚障
害者（児）

39,900円 原則として学齢児以上

視覚障害者用
ラジオ受信器

テレビ音声及びＡＭ/Ｆ
Ｍ放送を受信する機能
を有し、かつ災害時の緊
急放送を受信するもの
で、視覚障害者(児)が
容易に使用できるもの

6年 1・2級の視覚障
害者（児）

29,000円 原則として学齢児以上一
人一台

視覚障害者用血圧計
(音声式)

視覚障害者が容易に使
用できるもの

5年 1・2級の視覚障
害者（児）

15,430円 原則として中学生以上

　

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考

聴覚障害者用
屋内信号装置

音、音声等を視覚・触
覚等により知覚できる
もの

10年 2級の聴覚障害者 87,400円 聴覚障害者のみの世帯お
よびこれに準ずる世帯
で、日常生活上必要と認
められる世帯

サウンド
マスター

音、音声および言語を
視覚・触覚等により知
覚できるもの

聴覚障害者用
目覚時計

振動により知覚できる
もの

聴覚障害者用
屋内信号灯

来訪者の呼び出し等を
光の点滅により知覚で
きるもの

聴覚障害者用通信装
置（ファクス）

ファクスまたはそれに
準じるもの

5年 聴覚障害者また
は 発 声・ 発 語 に
著しい障害があ
り、コミュニケー
ション、緊急連絡
等の手段として
必要な人（児）

42,000円 原則として学齢児以上

聴覚障害者用
情報受信装置

聴覚障害者が容易に使
用できるもの

6年 必要と認められ
る 聴 覚 障 害 者

（児）

88,900円

便器 障害者が容易に使用で
きるもの（手すりつき
のもの）（注1）

8年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障
害者（児）

9,850円

便器
4,450円

手すり 
5,400円

特殊便器 温水・送風が出るもの
および知的障害者（児）
を介護する人が容易に
使用できるもの（注2）

8年 1.2級の上肢障害
者（児）

100,000円 原則として学齢児以上

知的障害の程度
が重度の人（児）

特殊マット 褥
じょく

瘡
そう

の防止または失
禁等による汚染または
損耗を防止できる機能
を持つもの

5年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障
害者（児）

71,000円 原則として3歳以上。18
歳以上の場合は常時介護
が必要な人

知的障害の程度
が重度の人（児）

特殊寝台 原則として使用者の頭
部、胸部の傾斜角度を
個別に調整できる機能
があるもの

8年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障
害者

154,000円

透析液加温器 透析液を加温し、一定
温度に保つもの

5年 3級以上のじん臓
機能障害者（児）

51,500円 自己連続携行式腹膜濯流
法（CAPD）による透析療
法をおこなう人（原則と
して3歳以上）

点字ディスプレイ 文 字 等 の コ ン ピ ュ ー
ターの画面情報を点字
等により示すことがで
きるもの

6年 1・2 級の視覚障
害 お よ び 2 級 の
聴覚障害の重複
障害者

383,500円

注1、2……取替えにあたり住宅改修を伴うものを除きます。
　 者害障体身、は人るす当該に護介要・援支要の険保護介めたるいてっなと象対の修改宅住びよお入購・与貸具用祉福の法険保護介 ……　

手帳所持者であっても、介護保険制度が優先されます。

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考
視覚障害者用
拡大読書器

画像入力装置を読みた
いものの上に置くこと
で、簡単に拡大された
画像をモニターに映し
出せるもの

８年 視 覚 障 害 者 で�
あって本装置に�
より文字等を読�
むことが可能に�
なる人（児）

198,000 円 原則として学齢児以上

歩行時間延長
信号機用小型送信機

視覚障害者が容易に使
用できるもの

10年 1・2 級の視覚障
害者（児）

7,000 円 原則として学齢児以上

電磁調理器 視覚障害者、知的障害
者が容易に使用できる
もの

６年 1・2 級の視覚障
害者、または重度
の知的障害者

41,000 円

聴覚障害者用
屋内信号装置

音、音声等を視覚・触
覚等により知覚できる
もの

10年 2級の聴覚障害者 87,400 円 聴覚障害者のみの世帯お
よびこれに準ずる世帯�
で、日常生活上必要と認
められる世帯サウンド

マスター
音、音声および言語を
視覚・触覚等により知
覚できるもの

聴覚障害者用
目覚時計

振動により知覚できる
もの

聴覚障害者用
屋内信号灯

来訪者の呼び出し等を
光の点滅により知覚で
きるもの

聴覚障害者用通信装
置（ファクス）

ファクスまたはそれに
準じるもの

５年 聴覚障害者また�
は発声・発語に�
著しい障害があ
り、コミュニケー
ション、緊急連絡�
等の手段として�
必要な人（児）

42,000 円 原則として学齢児以上

聴覚障害者用
情報受信装置

聴覚障害者が容易に使
用できるもの

６年 必要と認められ�
る 聴 覚 障 害 者
（児）

88,900 円

特殊寝台介 原則として使用者の頭
部、胸部の傾斜角度を
個別に調整できる機能
があるもの

８年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障�
害者

154,000 円

特殊マット介 褥
じょくそう

瘡の防止または失禁
等による汚染または損
耗を防止できる機能を
持つもの

５年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障害
者（児）

71,000 円 原則として３歳以上。18
歳以上の場合は常時介護
が必要な人

知的障害の程度�
が重度の人（児）

訓練用ベッド 腕、脚等の訓練のでき
る器具を付帯し、原則
として使用者の頭部お
よび脚部の傾斜角度を
個別に調整できる機能
を有するもの

８年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障害
児

159,200 円 原則として学齢児以上

訓練いす 原則として、付属の
テーブルをつけたもの

５年 1・2級の下肢また
は体幹機能障害児

33,100 円 原則として３歳以上

　介　……�介護保険法の福祉用具貸与・購入および住宅改修の対象となっているため介護保険の要支援・要介護に該
当する人は、身体障害者手帳所持者であっても、介護保険制度が優先されます。
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種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考

特殊尿器 尿が自動的に吸引され
るもので、障害者また
は介護者が容易に使用
できるもの

5年 1級の下肢または
体幹機能障害者

（児）

67,000円 原則として学齢児以上常
時介護が必要な人

入浴担架 障害者を担架に乗せた
ままリフト装置で入浴
させるもの

5年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障
害者（児）

82,400円 原則として3歳以上で入
浴にあたって介助が必要
な人

体位変換器 介護者が障害者の体位
を変換させるのに使用
できるもの

5年 同上 15,000円 原則として学齢児以上下
着交換等にあたって介助
が必要な人

携帯用会話補助装置 携帯式で、言葉を音声
または文章に変換する
機能があり、障害者が
容易に使用できるもの

5年 音声言語機能障
害または肢体不
自 由 者（ 児 ）で、
発 声・ 発 語 に 著
しい障害がある
人（児）

98,800円 原則として学齢児以上

情報・通信支援用具 障害者向けのパーソナ
ルコンピューター周辺
機器、アプリケーショ
ンソフト（パソコン本
体は対象外）

－ 上肢機能障害ま
たは視覚障害が、
重度（1、2 級）で
あ っ て、ア プ リ
ケーションソフ
トや入力サポー
ト機器を使用し
なければパソコ
ンの操作が困難
な人（過去に本事
業による給付を
受けていない人）

100,000円

入浴補助用具 入浴時の移動、座位の
保持、浴槽への入水等
を補助でき、障害者ま
たは介助者が容易に使
用できるもの（注3）

8年 下肢または体幹
機能障害者で入
浴に介助を必要
とする人（児）

90,000円 原則として3歳以上

移動用リフト 介護者が重度身体障害
者 を 移 動 さ せ る に あ
たって容易に使用でき
るもの（天井走行型、
その他住宅改造を伴う
ものを除く）

4年 下肢または体幹
機 能 障 害 2 級 以
上の人（児）

159,000円 原則として3歳以上

移動・移乗支援用具 おおむね次のような性
能を有する手すり・ス
ロープ等
㋐障害者（児）の身体機
能の状態を十分踏まえ
たものであって、必要
な強度と安全性を有す
るもの
㋑転倒予防、立ち上が
り動作補助、移動動作
の補助、段差解消等の
用具とする（注4）

8年 平衡機能または
下肢もしくは体
幹機能に障害が
あり、家庭内の移
動等において介
助を必要とする
人（児）

60,000円 原則として3歳以上

注3、4……設置にあたり住宅改修を伴うものを除きます。

　 者害障体身、は人るす当該に護介要・援支要の険保護介めたるいてっなと象対の修改宅住びよお入購・与貸具用祉福の法険保護介 ……　
手帳所持者であっても、介護保険制度が優先されます。

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考
特殊尿器介 尿が自動的に吸引され

るもので、障害者また
は介護者が容易に使用
できるもの

５年 １級の下肢または
体幹機能障害者
（児）

67,000 円 原則として学齢児以上で
常時介護が必要な人

入浴担架 障害者を担架に乗せた
ままリフト装置で入浴
させるもの

５年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障�
害者（児）

82,400 円 原則として３歳以上で入
浴にあたって介助が必要
な人

体位変換器介 介護者が障害者の体位
を変換させるのに使用
できるもの

５年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障�
害者（児）

15,000 円 原則として学齢児以上で
下着交換等にあたって介
助が必要な人

移動用リフト介 介護者が重度身体障害
者を移動させるにあ
たって容易に使用でき
るもの（天井走行型、
その他住宅改造を伴う
ものを除く）

４年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障�
害者（児）

159,000 円 原則として３歳以上

入浴補助用具介 入浴時の移動、座位の
保持、浴槽への入水等
を補助でき、障害者ま
たは介助者が容易に使
用できるもの（注１）

８年 下肢または体幹機
能障害者で入浴に
介助を必要とする
人（児）

90,000 円 原則として３歳以上

便器介 障害者が容易に使用で
きるもの（手すりつき
のもの）（注２）

８年 1・2 級の下肢ま
たは体幹機能障�
害者（児）

9,850 円

便器（内訳）
4,450 円

手すり
5,400 円

特殊便器 温水・送風が出るもの
および知的障害者を介
護する人が容易に使用
できるもの（注３）

８年 1・2 級の上肢障
害者（児）

100,000 円 原則として学齢児以上

知的障害の程度�
が重度の人（児）

T 字状・棒状の杖 ⑴木材（外装ニス塗装）
⑵軽金属

３年 比較的障害の程
度が軽度の平衡
機能または下肢も
しくは体幹機能障
害があり、歩行の
補助する杖の使用
により歩行機能が
補完される人

⑴ 2,200 円
⑵ 3,000 円

夜光材付き　　�410 円増
全面夜光材付き��1,200円増
白または黄色ラッカー

260円増

移動・移乗支援用具
介

おおむね次のような性
能を有する手すり、ス
ロープ等
㋐障害者の身体機能の
状態を十分踏まえたも
のであって、必要な強
度と安全性を有するも
の
㋑転倒予防、立ち上が
り動作補助、移動動作
の補助、段差解消等の
用具（注４）

８年 平衡機能または下
肢もしくは体幹機
能に障害があり、
家庭内の移動等に
おいて介助を必要
とする人（児）

60,000 円 原則として３歳以上

注 1、4……設置にあたり住宅改修を伴うものを除きます。
注 2、3……取替えにあたり住宅改修を伴うものを除きます。
　介　……�介護保険法の福祉用具貸与・購入および住宅改修の対象となっているため介護保険の要支援・要介護に該

当する人は、身体障害者手帳所持者であっても、介護保険制度が優先されます。

20 大東市暮らしの情報

４
補
装
具
・
日
常
生
活
用
具
等



　

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考

居宅生活動作補助用
具

障害者の移動等を円滑
にする用具で設置に小
規模な住宅改修を伴う
もの

－ 下肢、体幹機能障
害または乳幼児
期以前の非進行
性の脳病変によ
る運動機能障害

（移動機能障害に
限る）がある人で
あって障害等級3
級以上の人

200,000円 原則として学齢児以上
特殊便器への取替をする
場合の対象者は上肢障害
2級以上の人
在宅改修費の給付は原則
1回

酸素ボンベ運搬車 障害者が容易に使用で
きるもの

10年 医療保険におけ
る在宅酸素療法
をおこなう人

17,000円

ネプライザー（吸入
器）

障害者（児）が容易に使
用できるもの

5年 呼 吸 機 能 障 害 3
級以上（医師の意
見 が 必 要 ）ま た
は、同 程 度 の 身
体障害者（児）で
あって必要と認
められる人

36,000円 原則として学齢児以上

電気式たん吸引器 障害者（児）が容易に使
用できるもの

5年 同上（医師の意見
が必要）または、
同程度の身体障
害者（児）であっ
て必要と認めら
れる人

56,400円 原則として学齢児以上

火災警報器 室内の火災を煙または
熱により感知し、音ま
たは光を発し屋外にも
警報ブザーで知らせる
もの

8年 1・2 級の障害者
（児）

15,500円 火災発生の感知および避
難が著しく困難な障害者
のみの世帯およびこれに
準ずる世帯（一世帯につ
き2台を限度）

知 的 障 害・ 精 神
障害の程度が重
度の人（児）

自動消火器 室内温度の異常上昇ま
たは炎の接触で自動的
に消火液を噴射し、初
期火災を消火できるも
の

8年 同上 28,700円 火災発生の感知および避
難が著しく困難な障害者
のみの世帯およびこれに
準ずる世帯同上

酸素オーツー 携帯により酸素吸入で
きるもの

－ 慢性疾患および当
該疾患の状態の
程度にある児童等
で、かつ医師の意
見書により給付の
必要が認められる
児童

8,040円 付属品（マスク、ポット、
チューブ）を含む

動脈血中酸素飽和度
測定器（パルスオキ
シメーター）

呼吸状態を継続的にモ
ニタリングすることが
可能な機能を有し、難
病患者等が容易に使用
し得るもの

５年 人工呼吸器の装
着が必要な難病
患者等で、医師の
意見書により給
付の必要性が認
められる者

157,500円

手者害障体身、は人るす当該に護介要・援支要の険保護介めたるいてっなと象対の修改宅住びよお入購・与貸具用祉福の法険保護介 ……　
帳所持者であっても、介護保険制度が優先されます。

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考
頭部保護帽 ヘルメット型で転倒の

衝撃から頭部を保護で
きるもの

３年 ⑴平衡機能または
下肢もしくは体幹
機能障害を有し、
頻繁に転倒する人
（児）
⑵てんかんの発作
等により頻繁に転
倒する知的障害者
（児）、精神障害者

15,200 円

火炎警報器 室内の火災を煙または
熱により感知し、音ま
たは光を発し屋外にも
警報ブザーで知らせる
もの

８年 1・2 級の障害者
（児）

15,500 円 火災発生の感知および避
難が著しく困難な障害者
のみの世帯およびこれに
準ずる世帯（一世帯につ
き２台を限度）

知的障害・精神
障害の程度が重
度の人（児）

自動消火器 室内温度の異常上昇ま
たは炎の接触で自動的
に消化液を噴射し、初
期火災を消火できるも
の

８年 1・2 級の障害者
（児）

28,700 円

知的障害・精神
障害の程度が重
度の人（児）

透析液加温器 透析液を加温し、一定
温度に保つもの

５年 ３級以上のじん臓
機能障害者（児）

51,500 円 自己連続携行式腹膜灌流
法（CAPD）による透析療
法をおこなう人（原則と
して３歳以上）

ネブライザー（吸入
器）

（医師意見書要）

障害者が容易に使用で
きるもの

５年 呼吸機能障害３
級以上または、同
程度の身体障害
者（児）であって
必要と認められ
る人

36,000 円

電気式たん吸引器
（医師意見書要）

障害者が容易に使用で
きるもの

５年 呼吸機能障害３
級以上または、同
程度の身体障害
者（児）であって
必要と認められ
る人

56,400 円

吸引・吸入両用器
（医師意見書要）

障害者が容易に使用で
きるもの

５年 呼吸器機能障害
３級以上または
同程度の身体障
害者・児（電気式
たん吸引器また
はネブライザー
（吸入器）の給付
を受けている者・
児を除く。）

75,000 円

酸素ボンベ運搬車 障害者が容易に使用で
きるもの

10年 医療保険におけ
る在宅酸素療法
をおこなう人

17,000 円
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種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考

人工呼吸器関連用具
（自家発電機および外
部バッテリー（充電器
およびインバーターを
含む。））

介助者が容易に使用し
得るもの

－ 人工呼吸器の装着
が必要な在宅の身
体 障 害 者・児また
は 難 病 患 者 等 で、
医師の意見書によ
り給付の必要性が
認められる者

100,000円 １人につき１回の給付を
限度とする

吸引器 卓上式吸引装置 － 慢性疾患および当
該疾患の状態の程
度にある児童等で、
かつ医師の意見書
により給付の必要
が認められる児童

41,930円

携帯トイレ 障害者が容易に使用で
きるもの

－ 慢性疾患および当
該疾患の状態の程
度にある児童等で、
かつ医師の意見書
により給付の必要
が認められる児童

15,300円 手すりつきのもの

頭部保護帽 ヘルメット型で転倒の
衝撃から頭部を保護で
きるもの

3年 ⑴平衡機能または
下肢もしくは体幹
機能障害を有し、
頻繁に転倒する人

（児）
⑵てんかんの発作
等により頻繁に転
倒する知的障害者

（児）、精神障害者

15,200円

訓練用ベッド 腕、脚等の訓練のでき
る器具を付帯し、原則
として使用者の頭部お
よび脚部の傾斜角度を
個別に調整できる機能
を有するもの

８年 １・ ２ 級 の 下 肢
または体幹機能
障害者・児

159,200円 原則として学齢児以上

訓練いす 原 則 と し て、付 属 の
テーブルをつける

5年 1・2 級の下肢また
は体幹機能障害児

33,100円 原則として3歳以上

T字状・棒状の杖 ⑴木材（外装ニス塗装）
⑵軽金属

3年 比 較 的 障 害 の 程
度が 軽 度の 平 衡
機能または下肢も
しくは体幹機能障
害があり、歩行の
補助する杖の使用
により歩行機能が
補完される人

⑴2,200円
⑵3,000円

夜光材付き 410円増
全面夜光材付き 1,200円増
白または黄色ラッカー 
 260円増

点字器 触覚で識別できる凸点
を組み合わせて構成さ
れる点字を打つための
用具（点筆を含む。）

7年 視覚障害者（児） 標準型木製 
10,400円

プラスチック製 
6,600円

原則として学齢児以上

用帯携年5
木製
 7,200円
プラスチック製
 1,650円

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考
動脈血中酸素飽和度
測定器（パルスオキ
シメーター）

（医師意見書要）

呼吸状態を継続的にモ
ニタリングすることが
可能な機能を有し、障
害者が容易に使用でき
るもの

５年 人工呼吸器の装
着が必要な在宅
の身体障害者・
児

100,000 円

動脈血中の酸素飽和度
を測定することが可能
な機能を有し、障害者
が容易に使用できるも
の

５年 医療保険におけ
る在宅酸素療法
を行っている呼
吸器機能障害３
級以上または心
臓機能障害３級
以上の者・児

36,000 円

自家発電機または外
部バッテリー

（充電器及びインバー
ターを含む。）

（医師意見書要）

介護者が容易に使用で
きるもの

－ ⑴人工呼吸器の
装着が必要な在宅
の身体障害者・児
⑵ネブライザー
（吸入器）、電気式
たん吸引器または
吸引・吸入両用器
のいずれかを使用
している呼吸器機
能障害３級以上ま
たは同程度の身体
障害者・児

自家発電機
100,000 円

５年 外部バッテリー
70,000 円

携帯用会話補助装置 携帯式で、言葉を音声
または文章に変換する
機能があり、障害者が
容易に使用できるもの

５年 音声言語機能障害
または肢体不自由
者（児）で、発声・
発語に著しい障害
がある人（児）

98,800 円 原則として学齢児以上

情報・通信支援用具 障害者向けのパーソナ
ルコンピュータ周辺機
器

10年 上肢機能障害ま�
たは視覚障害が、
重度（1、2級）で
あって、アプリ
ケーションソフト
や入力サポート機
器を使用しなけれ
ばパソコンの操作
が困難な人（過去
に本事業による給
付を受けていない
人）

100,000 円 パソコン本体は対象外

障害者向けのパーソナ
ルコンピュータアプリ
ケーションソフト

５年

人工喉頭 （笛式）呼気によりゴ
ム等の膜を振動させビ
ニール等の管を通じて
音源を口腔内に導き構
音化するもの

４年 喉頭を全摘出し�
たことにより音声
機能を喪失した�
人

5,000 円
（ただし、気
管カニュー
レ 付 3,100
円増）

（電動式）顎下部等に
あてた電動板を駆動さ
せ、経皮的に音源を口
腔内に導き構音化する
もの

５年 73,000 円
（電池また�
は充電器を
含む）
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種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考

人工喉頭 （笛式）呼気によりゴ
ム等の膜を振動させビ
ニール等の管を通じて
音源を口腔内に導き構
音化するもの

4年 喉 頭を全摘出し
たことにより音声
機 能を喪 失した
人

5,000円
（ただし、気
管カニュー
レ 付 3,100
円増）

（電動式）顎下部等に
あてた電動板を駆動さ
せ、経皮的に音源を口
腔内に導き構音化する
もの

円001,07年5
（ 電 池 ま た
は充電器を
含む）

ストーマ装具蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使
用した密封型または下
部開放型の収納袋

－ 人工肛門造設者 8,858円 ストーマ造設者
腸管の切除またはぼうこ
うの切除によって肛門か
らの排便またはぼうこう
からの排尿が困難とな
り、腹部に人工肛門また
は人工ぼうこうを設け排
せつを行っている人

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使
用した密封型の収納袋
で尿処理用のキャップ
付きのもの

－ 人 工 ぼうこう 造
設者

11,639円
（ 上 記 価 格
は、1 ヵ 所
当たりの皮
膚保護剤お
よび袋を身
体に密着さ
せるものを
含む月額）

紙おむつ 紙おむつ等（紙おむつ、
洗腸用具、サラシ、ガー
ゼ、脱脂綿等衛生用品）

－ （1）高度な排便・
排尿機能障害が
あり、直腸・ぼう
こう機能障害者

（児）
（2）脳性まひ等脳
原性運動機能障
害により排尿も
しくは排便の意
思表示が困難な
人（児）（3歳以上
で、医師の意見書
が必要）

12,000円
（月額）

ストーマ装具の同時給付
は不可

収尿器（男性用） 採尿器と蓄尿袋で構成
されており、尿の逆流
防止装置がついている
ものラテックス製また
はゴム製品

1年 （1）高度の排尿機
能障害者（児）

（2）排尿を自分の
意思でコントロー
ルすることが で
きず、常時失禁状
態にある人

（3）脊椎損傷等に
よる排尿障害（特
に失 禁のある場
合）により収尿袋
を必要とする人

普通型 
7,700円

簡易型 
5,700円

収尿器（女性用） 耐久性ゴム製採尿袋を
有するもの

円005,8年1

ポリエチレン製の採尿
袋導入ゴム管付き（採
尿袋20枚を1組）

5,900円

注……乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとします。

種　　目 性　　能 耐用年数 対象者 限度額 備　　　考
ス ト ー マ
装具

蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使
用した密封型または下
部開放型の収納袋

－ 人工肛門造設者 8,858 円 ストーマ造設者
腸管の切除またはぼうこ
うの切除によって肛門か
らの排便またはぼうこう
からの排尿が困難とな�
り、腹部に人工肛門また
は人工ぼうこうを設け排
せつを行っている人
（左記価格は、1ヵ所当た
りの皮膚保護剤および袋
を身体に密着させるもの
を含む月額）

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使
用した密封型の収納袋
で尿処理用のキャップ
付きのもの

－ 人工ぼうこう造�
設者

11,639 円

紙おむつ 紙おむつ等（紙おむつ、
洗腸用具、サラシ、ガー
ゼ、脱脂綿等衛生用品）

－ （1）高度な排便・
排尿機能障害があ
り、直腸・ぼう
こう機能障害者
（児）
（2）脳性まひ等脳
原性運動機能障
害により排尿も
しくは排便の意
思表示が困難な
人（児）（３歳以上
で、医師の意見書
が必要）

12,000 円
（月額）

ストーマ装具の同時給付
は不可

収尿器（男性用） 採尿器と蓄尿器で構成
されており、尿の逆流
防止装置がついている
ものラテックス製また
はゴム製品

１年 （1）高度の排尿機
能障害者（児）
（2）排尿を自分の
意思でコントロー
ルすることがで�
きず、常時失禁状
態にある人
（3）脊椎損傷等に
よる排尿障害（特
に失禁のある場
合）により収尿袋
を必要とする人

普通型
7,700 円

簡易型
5,700 円

収尿器（女性用） 耐久性ゴム製採尿袋を
有するもの

１年 8,500 円

ポリエチレン製の採尿
袋導入ゴム管付き（採
尿袋 20枚を１組）

5,900 円

居宅生活動作補助用
具介

障害者の移動等を円滑
にする用具で設置に小
規模な住宅改修を伴う
もの

－ 下肢、体幹機能障�
害または乳幼児
期以前の非進行
性の脳病変によ
る運動機能障害
（移動機能障害に
限る）がある人で
あって障害等級３
級以上の人

200,000 円 原則として学齢児以上
特殊便器への取替をする
場合の対象者は上肢障害
２級以上の人
在宅改修費の給付は原則
１回

注　……�乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に
準じ取り扱うものとします。

介　……�介護保険法の福祉用具貸与・購入および住宅改修の対象となっているため介護保険の要支援・要介護に該当
する人は、身体障害者手帳所持者であっても、介護保険制度が優先されます。
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4 小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付
対象者 　小児慢性特定疾病児童（障害者総合支援法による制度の対象者となる人

は除きます。）

費　用 　扶養義務者の課税状況に応じて、負担額が変わります。
　※扶養義務者の所得が一定を超えると制度の対象外となります。

［手続き］  申請手続きをする
↓

給付券を発行
↓

給付券を業者に渡し、用具を受け取る

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
2. 医師の意見書
3. 業者の見積書

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

能　　性目　　種 耐用年数 対　象　者 限　度　額

特殊マット 褥瘡の防止または失禁等による汚染また
は損耗を防止できる機能を有するもの ５年

寝たきりの状態に
ある者

21,560円

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原
則として使用者の頭部および脚部の傾斜
角度を個別に調整できる機能を有するも
の

円004,961年８

体位変換器 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を
変換させるのに容易に使用できるもの 円005,61年５

特殊便器 ８年 上肢機能に障害の
ある者 166,320円

車いす
小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分
踏まえたものであって、必要な強度と安定
性を有するもの

６年

下肢が不自由な者

77,440円

歩行支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、
スロープ、歩行器等
㋐　小児慢性特定疾病児童の身体機能の
状態を十分踏まえたものであって、必要な
強度と安定性を有するもの
㋑　転倒予防、立ち上がり動作の補助、移
乗動作の補助、段差解消等の用具となるも
の

円000,66年８

温水・送風が出るもの。ただし、取替え
に当たり住宅改修を伴うものを除く。

能　　性目　　種 耐用年数 対　象　者 限　度　額

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水
等を補助することができ、小児慢性特定疾
病児童または介助者が容易に使用できる
もの

８年 入浴に介助を
要する者 99,000円

便器等 小児慢性特定疾病児童が容易に使用でき
るもの（手すりをつけることができるもの。） ８年 常時介助を

要する者 4,900円

特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性
特定疾病児童または介助者が容易に使用
できるもの

５年 自力で排尿するこ
とができない者 73,700円

頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの ３年 発作等により頻繁
に転倒する者 13,380円

電気式たん吸引器 小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの ５年 呼吸器機能に障害

のある者 62,040円

クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調節のできる
もの １年 体温調節が著しく

難しい者 22,000円

紫外線カット
クリーム

紫外線をカットできるもの

－

紫外線に対する防
御機能が著しく欠
けて、がんまたは神
経障害を起こすこ
とがある者

41,580円
（年額）

ネブライザー 小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの ５年 呼吸機能に障害の

ある者 39,600円

パルスオキシ
メーター

呼吸状態を継続的にモニタリングするこ
とが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病
児童または介助者が容易に使用できるも
の

５年 人工呼吸器の装置
が必要な者 173,250円

ストーマ装具
（蓄便袋）

小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの － 人工肛門を造設し

た者
113,520円
（年額）

ストーマ装具
（蓄尿袋）

小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの － 人工膀胱を造設し

た者
149,160円
（年額）

人工鼻
小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの

人工呼吸器の装着
または気管切開が
必要な者

128,700円
（年額）
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能　　性目　　種 耐用年数 対　象　者 限　度　額

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水
等を補助することができ、小児慢性特定疾
病児童または介助者が容易に使用できる
もの

８年 入浴に介助を
要する者 99,000円

便器等 小児慢性特定疾病児童が容易に使用でき
るもの（手すりをつけることができるもの。） ８年 常時介助を

要する者 4,900円

特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性
特定疾病児童または介助者が容易に使用
できるもの

５年 自力で排尿するこ
とができない者 73,700円

頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの ３年 発作等により頻繁
に転倒する者 13,380円

電気式たん吸引器 小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの ５年 呼吸器機能に障害

のある者 62,040円

クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調節のできる
もの １年 体温調節が著しく

難しい者 22,000円

紫外線カット
クリーム

紫外線をカットできるもの

－

紫外線に対する防
御機能が著しく欠
けて、がんまたは神
経障害を起こすこ
とがある者

41,580円
（年額）

ネブライザー 小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの ５年 呼吸機能に障害の

ある者 39,600円

パルスオキシ
メーター

呼吸状態を継続的にモニタリングするこ
とが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病
児童または介助者が容易に使用できるも
の

５年 人工呼吸器の装置
が必要な者 173,250円

ストーマ装具
（蓄便袋）

小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの － 人工肛門を造設し

た者
113,520円
（年額）

ストーマ装具
（蓄尿袋）

小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの － 人工膀胱を造設し

た者
149,160円
（年額）

人工鼻
小児慢性特定疾病児童または介助者が容
易に使用できるもの

人工呼吸器の装着
または気管切開が
必要な者

128,700円
（年額）
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7 車イスの貸出
身体障害者手帳所持者（申請中も可能）を対象に車イスの貸出を行っています。

貸出期間：３か月（更新可）　※利用料　無料
申し込み：社会福祉協議会で使用許可申請書にご記入のうえお申し込み下さい。

［窓　口］ 大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828

6 大東市軽度難聴児補聴器購入等の助成
対象者

内　容

費　用

［手続き］ 購入（修理）前に申請手続きをする
↓

↓
助成券を発行

助成券を業者に渡し、用具を受け取る（修理を受ける）

◆申請手続きに必要なもの◆
1．医師の意見書（修理の場合は不要）
2．業者の見積書
3．印かん
4．検査料の領収書（検査料の助成を受ける場合のみ）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838

両耳の聴力レベルが30dB以上の18歳未満の軽度難聴児
※障害者総合支援法に基づく補装具費の支給および大阪府難聴児補聴器

交付事業実施要綱に基づく補聴器の交付の対象となる人は除きます。
※世帯構成員の所得が一定を超える場合は対象外となります。

1．補聴器の購入、修理または交換に要する費用の助成
2．意見書の作成に要する検査料の助成

※聴力の程度によっては、大阪府難聴児補聴器交付事業の対象となる
可能性があります。

世帯構成員の課税状況に応じて、負担額が変わります。

5 大阪府難聴児補聴器の交付
対象者

内　容

費　用

［手続き］  購入前に申請手続きをする
↓

↓
補聴器交付券を交付

交付券を業者に渡し、用具を受け取る

◆申請手続きに必要なもの◆
1．医師の意見書
2．業者の見積書
3．世帯全員の市町村民税課税証明書
　または生活保護世帯受給証明書

4．検査料の領収書（検査料の助成を受ける場合のみ）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838

両耳の聴力レベルが60dB以上の18歳未満の難聴児
※障害者総合支援法に基づく補装具費の支給および大東市軽度難聴児補

聴器購入等助成金交付実施要綱に基づく補聴器の交付の対象となる人
は除きます。

※世帯構成員の所得が一定を超える場合は対象外となります。

1．補聴器の購入費にかかる費用の交付
2．意見書の作成に要する検査料の交付

世帯構成員の課税状況に応じて、負担額が変わります。
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7 車イスの貸出
身体障害者手帳所持者（申請中も可能）を対象に車イスの貸出を行っています。

貸出期間：３か月（更新可）　※利用料　無料
申し込み：社会福祉協議会で使用許可申請書にご記入のうえお申し込み下さい。

［窓　口］ 大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828

6 大東市軽度難聴児補聴器購入等の助成
対象者

内　容

費　用

［手続き］ 購入（修理）前に申請手続きをする
↓

↓
助成券を発行

助成券を業者に渡し、用具を受け取る（修理を受ける）

◆申請手続きに必要なもの◆
1．医師の意見書（修理の場合は不要）
2．業者の見積書
3．印かん
4．検査料の領収書（検査料の助成を受ける場合のみ）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838

両耳の聴力レベルが30dB以上の18歳未満の軽度難聴児
※障害者総合支援法に基づく補装具費の支給および大阪府難聴児補聴器

交付事業実施要綱に基づく補聴器の交付の対象となる人は除きます。
※世帯構成員の所得が一定を超える場合は対象外となります。

1．補聴器の購入、修理または交換に要する費用の助成
2．意見書の作成に要する検査料の助成

※聴力の程度によっては、大阪府難聴児補聴器交付事業の対象となる
可能性があります。

世帯構成員の課税状況に応じて、負担額が変わります。
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　　　　　　　　自立支援給付　　　　　　　　

1 介護給付
容　　　　　内類種の付給

①居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助等を行います。

②重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動
上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、
排せつ、食事の介助、外出時における移動支援などを総合的に行います。

③同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の
提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。

④行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するた
めに必要な支援や外出支援を行います。

⑤重度障害者等包括支援
介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に
行います。

⑥短期入所（ショートステイ）
自宅で介護を必要とする人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施
設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

⑦療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、
看護、介護および日常生活の支援を行います。

⑧生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
とともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

⑨施設入所支援
　（障害者支援施設での夜間ケア等）

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行い
ます。

2 訓練等給付
容　　　　　内類種の付給

①自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または
生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練が
あります。

②就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識およ
び能力の向上のために必要な訓練を行います。

③就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識お
よび能力の向上のために必要な訓練を行います。

④共同生活援助
　（グループホーム）

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入
浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービ
スも提供します。
さらに、グループホームを退去し、一般住宅等への移行を目指す人の
ためにサテライト型住居があります。

⑤就労定着支援 一般企業等で新たに雇用された人に、就労の継続を図るために雇用に
伴い生じる様々な課題に関する相談、指導および助言等支援をします。

障害者総合支援法5

⑥自立生活援助
居宅において自立した生活を営む上での様々な課題について、必要な情
報の提供および助言並びに相談等、環境整備に必要な支援をします。

3 相談支援
容　　　　　内類種の援支

①計画相談支援
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画
案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うと
ともに、サービス等利用計画の作成等を行います。

②地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院等を退所する人に相談や外出への同行支
援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

③地域定着支援 居宅において単身で生活している人等を対象に常時の連絡体制を確保
し、緊急時には必要な支援を行います。

◎障害者総合支援法のしくみ

受付・申請

障害支援区分の認定

サービス等利用計画案の作成

支給決定

サービス担当者会議

支給決定時のサービス等利用計画

サービス利用

※同行援護の利用申請の場合は、さらに同行援護アセスメント票によるアセスメント
を行います。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 申請書
2. 添付書類（利用者負担額を決定するための、本人および

配偶者の収入や課税状況等が把握できる書類や資料）
3. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カード

と本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
サービス利用に関する相談やサービス提供事業所に関する情報がわかります。
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3 相談支援
容　　　　　内類種の援支

①計画相談支援
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画
案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うと
ともに、サービス等利用計画の作成等を行います。

②地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院等を退所する人に相談や外出への同行支
援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

③地域定着支援 居宅において単身で生活している人等を対象に常時の連絡体制を確保
し、緊急時には必要な支援を行います。

◎障害者総合支援法のしくみ

受付・申請

障害支援区分の認定

サービス等利用計画案の作成

支給決定

サービス担当者会議

支給決定時のサービス等利用計画

サービス利用

※同行援護の利用申請の場合は、さらに同行援護アセスメント票によるアセスメント
を行います。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 申請書
2. 添付書類（利用者負担額を決定するための、本人および

配偶者の収入や課税状況等が把握できる書類や資料）
3. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カード

と本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
サービス利用に関する相談やサービス提供事業所に関する情報がわかります。
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4 補装具
内　容 　補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担。9割を市が負担

します。（P.16参照）

 地域生活支援事業 　　　　　　　

5 移動支援
対象者 　外出時において支援が必要な人で、下記に該当する人

①身体障害者手帳1級または2級の交付を受けており、外出時に車椅子を
常用している人

②療育手帳の交付を受けている外出困難な人
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている外出困難な人
④外出困難な障害児

内　容 　障害者等の外出時の移動の補助をします。

費用等 　利用料として原則１割を自己負担。所得に応じて負担上限月額が定めら
れています。(市民税が非課税の場合は利用料が免除されます。）

6 日中一時支援
対象者 　日中において一時的な支援が必要な身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳を所持する障害者（児）

内　容 　障害者（児）に対し、日中活動の場を提供し、見守りおよび社会に適応す
るための日常的な訓練を行うものです。

費用等 　利用時間に応じて利用料として 原則１割を自己負担。所得に応じて負担
上限月額が定められています。（市民税が非課税の場合は利用料が免除さ
れます。）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

公共的な機関での申請や相談、医療機関の受診など意思の疎通を図るう
えで支障があると考えられる場合に手話通訳者や要約筆記者等を派遣す
ることができます。詳細は御相談ください。

7 意思疎通支援（手話通訳・要約筆記）
対象者 　身体障害者手帳を所持する聴覚障害者等

内　容

8

9

相談支援
障害のある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福
祉サービスの利用支援等を行います。詳しくはP6の各種相談支援事業所にお問い
合わせください。

地域活動支援センター
（地域の実情に応じ、）創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促
進等を図るために、障害のある人等が日中に通う施設です。
詳しくは、下記の事業所までお問い合わせください。

●大東市障害者生活支援センターみすみ　TEL 072ｰ806ｰ1331　FAX 072ｰ806ｰ1333
●精神障害者地域生活支援センターあーす　TEL 072ｰ874ｰ9900　FAX 072ｰ803ｰ6201
※所在については74～77ページをご参照ください。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
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公共的な機関での申請や相談、医療機関の受診など意思の疎通を図るう
えで支障があると考えられる場合に手話通訳者や要約筆記者等を派遣す
ることができます。詳細は御相談ください。

7 意思疎通支援（手話通訳・要約筆記）
対象者 　身体障害者手帳を所持する聴覚障害者等

内　容

8

9

相談支援
障害のある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福
祉サービスの利用支援等を行います。詳しくはP6の各種相談支援事業所にお問い
合わせください。

地域活動支援センター
（地域の実情に応じ、）創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促
進等を図るために、障害のある人等が日中に通う施設です。
詳しくは、下記の事業所までお問い合わせください。

●大東市障害者生活支援センターみすみ　TEL 072ｰ806ｰ1331　FAX 072ｰ806ｰ1333
●精神障害者地域生活支援センターあーす　TEL 072ｰ874ｰ9900　FAX 072ｰ803ｰ6201
※所在については74～77ページをご参照ください。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
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その他のサービス6
1 大東市障害者（児）訪問理容サービス

対象者 　障害を理由に理容店に出向くことが困難な65歳未満の在宅の障害者（児）
で身体障害者手帳1級、2級または療育手帳Aをお持ちの人。

内　容 　市が依頼した理髪店がご自宅に伺い、理髪サービスを実施します。
ただし、お一人年4回までです。
自己負担額として1,000円必要です。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
※65歳以上の人は、高齢介護室高齢支援グループにご相談ください。
　TEL 072ｰ870ｰ0472　FAX 072ｰ872ｰ8080

2 訪問指導
対象者 　高齢者・障害者（児）・その他生活習慣改善を必要とする人で、訪問によ

る支援が必要な人。

内　容 　心身機能の維持・改善を図るために保健師、理学療法士などが訪問し、本
人・介護者に対して相談・指導を行い、日常生活の自立援助を目的とし
ています。

費用等 　利用料は無料です。

［窓　口］ （理学療法士など）高齢介護室高齢支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ0513　FAX 072ｰ870ｰ8080

　　　　 （保健師など）地域保健課  　　　　  TEL 072ｰ874ｰ9500　FAX 072ｰ874ｰ9529

3 在宅給食サービス
対象者 　食事作りが困難で低栄養状態の改善または日に2回以上の見守りが必要、

またはきざみ等再調理、カロリー制限等の食事を必要とする65歳以上の
人。

内　容 　自宅に昼食を届け、必要に応じて配膳します。
（費用負担あり　所得制限あります）

［窓　口］ 高齢介護室高齢支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ0472　FAX 072ｰ872ｰ8080

自分の判断能力に不安があるため福祉サービスや公共料金の支払い、お
金の管理等で困っている認知症高齢者、知的障害、精神障害のある方（契
約時に本人の意思確認ができる人）

4 日常生活自立支援事業
判断能力が十分でない方に対して、福祉サービスの利用に関する援助や日常の金銭
管理を行うことによって地域で自立した生活が送れるよう支援します。

対象者

［窓　口］ 大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828

5 迷い人キャッチメールシステム
迷い人の情報を協力者の携帯電話にメールで配信します。
サービスの利用を希望する人は、事前に登録が必要です。
障害者（児）も登録できます。

［お問い合わせ］ 高齢介護室高齢支援グループ　
TEL 072ｰ870-0472　FAX 072ｰ872-8080

6 見守りサービス“ミマモルメ”
対象者 　迷い人となる可能性のある、高齢者・障害者（児）等
内　容 　小型の発信器を持った高齢者・障害者（児）等が、大東市内約25箇所に

設置されたビーコン受信付近を通過すると、家族の携帯電話等に位置情
報が通知されます。また、登録した家族の携帯電話の場所から一定の距離
を離れると家族の携帯電話等に通知します。

費　用 　初期登録料（2,382円/税別）と毎月利用料（400円～ 468円/税別）が自
己負担となります。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838
※65歳以上の方は高齢介護室高齢支援グループ
　TEL 072ｰ870-0472　FAX 072ｰ872-8080
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自分の判断能力に不安があるため福祉サービスや公共料金の支払い、お
金の管理等で困っている認知症高齢者、知的障害、精神障害のある方（契
約時に本人の意思確認ができる人）

4 日常生活自立支援事業
判断能力が十分でない方に対して、福祉サービスの利用に関する援助や日常の金銭
管理を行うことによって地域で自立した生活が送れるよう支援します。

対象者

［窓　口］ 大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828

5 迷い人キャッチメールシステム
迷い人の情報を協力者の携帯電話にメールで配信します。
サービスの利用を希望する人は、事前に登録が必要です。
障害者（児）も登録できます。

［お問い合わせ］ 高齢介護室高齢支援グループ　
TEL 072ｰ870-0472　FAX 072ｰ872-8080

6 見守りサービス“ミマモルメ”
対象者 　迷い人となる可能性のある、高齢者・障害者（児）等
内　容 　小型の発信器を持った高齢者・障害者（児）等が、大東市内約25箇所に

設置されたビーコン受信付近を通過すると、家族の携帯電話等に位置情
報が通知されます。また、登録した家族の携帯電話の場所から一定の距離
を離れると家族の携帯電話等に通知します。

費　用 　初期登録料（2,382円/税別）と毎月利用料（400円～ 468円/税別）が自
己負担となります。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870-9630　FAX 072ｰ873-3838
※65歳以上の方は高齢介護室高齢支援グループ
　TEL 072ｰ870-0472　FAX 072ｰ872-8080
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より、あんしんセンターに通報され、予め登録された親類・知人宅に連絡
し、また、必要があれば消防本部に通報し、速やかに救急体制がとられ不
測の事態に備えます。
費用は無料です。（一部の回線で費用がかかる場合があります）
まずは担当窓口へご相談ください。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
※65歳以上の方は高齢介護室高齢支援グループ　
TEL 072ｰ870ｰ0472　FAX 072ｰ872ｰ8080

8 災害のための安否確認制度
対象者 　災害時に自力避難が困難な障害者
内　容 　申請を受け登録をしたうえで、あらかじめ災害対策本部と消防本部に提

供し、いざというときに備えるものです。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
2. 印かん

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
※65歳以上の方は高齢介護室高齢支援グループでの対応になる場合があ
ります。

7 あんしん・通報システム事業
対象者 　一人暮らしで18歳以上の重度身体障害者
内　容 　自宅の電話機に緊急通報装置を設置し、緊急のときボタンを押すことに

内　容 　災害が発生した場合や発生するおそれがある場合に、自力で避難するこ
とが困難で特に支援を必要とする高齢者や障害者などを、「避難行動要支
援者」として事前に把握し、災害等による緊急時の避難支援や安否の確認
などを実施するための基礎となる「避難行動要支援者名簿」を作成してい
ます。この名簿は、対象となる本人の同意により、平常時から避難支援等
関係者に情報提供することとしています。

［窓　口］ 

［お問い合わせ］ 危機管理室　TEL 072ｰ889-1511　FAX 072ｰ870-1555

障害者手帳を所持している方は
障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
要介護３から５の認定を受けている方は
高齢介護室高齢政策グループ　TEL 072ｰ800ｰ3244　FAX 072ｰ872ｰ8080
あんしん・通報システムを利用している方は
高齢介護室高齢支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ0472　FAX 072ｰ872ｰ8080

9 避難行動要支援者支援制度
対象者 　大東市内において在宅で生活し、下記のいずれかに該当する方

①要介護３から５の認定を受けている。
②身体障害者手帳１・２級を所持している。
③療育手帳Ａ判定を所持している。
④精神障害者保健福祉手帳１級を所持している。
⑤あんしん・通報システムを利用している。
⑥避難行動に支援を必要とする難病患者である。
⑦市長が特に必要と認めた方。
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内　容 　災害が発生した場合や発生するおそれがある場合に、自力で避難するこ
とが困難で特に支援を必要とする高齢者や障害者などを、「避難行動要支
援者」として事前に把握し、災害等による緊急時の避難支援や安否の確認
などを実施するための基礎となる「避難行動要支援者名簿」を作成してい
ます。この名簿は、対象となる本人の同意により、平常時から避難支援等
関係者に情報提供することとしています。

［窓　口］ 

［お問い合わせ］ 危機管理室　TEL 072ｰ889-1511　FAX 072ｰ870-1555

障害者手帳を所持している方は
障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
要介護３から５の認定を受けている方は
高齢介護室高齢政策グループ　TEL 072ｰ800ｰ3244　FAX 072ｰ872ｰ8080
あんしん・通報システムを利用している方は
高齢介護室高齢支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ0472　FAX 072ｰ872ｰ8080

9 避難行動要支援者支援制度
対象者 　大東市内において在宅で生活し、下記のいずれかに該当する方

①要介護３から５の認定を受けている。
②身体障害者手帳１・２級を所持している。
③療育手帳Ａ判定を所持している。
④精神障害者保健福祉手帳１級を所持している。
⑤あんしん・通報システムを利用している。
⑥避難行動に支援を必要とする難病患者である。
⑦市長が特に必要と認めた方。
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1 自動車税（種別割・環境性能割）の減免

下「身体障害者等」といいます。）が日常生活を営むうえで不可欠な自動車について
自動車税（種別割・環境性能割）の減免を実施しています。

●減免を受けることができる人

身
体
障
害
者
等

身体障害者等
の 家 族 以 外

注３
問いません

軽度以外の障害
（重度の障害）

（次ページ参照）

軽度以外の障害
（重度の障害）

（次ページ参照）

軽度以外の障害
（重度の障害）

（次ページ参照）

注１

身体障害者
等 の 家 族

身体障害者等

（ 本　 人 ）

身体障害者
等 の 家 族

注２

常 時 介 護
す る 者

軽　度
（次ページ参照）

軽　度

軽度以外の障害
（重度の障害）

（次ページ参照）

軽　度

問いません

身体障害者等
のための利用

問いません

身体障害者等
のための利用

身体障害者等
のための利用

問いません

身体障害者等の
利用に適したもの

問いません

身体障害者等の
利用に適したもの

身体障害者等の
利用に適したもの

○

×

×

○

○

○

×

×

○

×

身
体
障
害
者
等
の
家
族

所有者
（納税義務者） 運転者

身体障害者等
（ 本　 人 ）

障害の程度 注４
使用目的

注５
車種・構造

減免の
適　否

軽　

度

身体障害者等
が 1 8 歳 未 満

身体障害者等
が 1 8 歳 以 上

税の減免・公共料金の割引7

注１

（
本
人
）

一定の要件に該当する身体障害者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者の方（以
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障害の程度

1. 身体障害者手帳の交付を受けておられる方
身体障害者手帳の交付を受けておられる方のうち、下に該当する方が対象となりま
す。

区　分 軽度以外の障害（重度の障害） 軽度の障害

下肢不自由 1級～ 3級 4級～ 6級

体幹不自由 1級～ 3級 5級

上肢不自由 1級～ 3級 4級～ 6級

脳原性運動機能障害 1級～ 4級 5級・6級

視覚障害 1級～ 4級 5級・6級

聴覚障害 2級～ 4級 6級

平衡機能障害 級5級3

心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直
腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免
疫の機能の障害

1級～ 3級 4級

音声・言語、そしゃく機能の障害 3級・4級 －

注1　身体障害者等の家族…�身体障害者等と生計を一にする方（身体障害者等と有無相助けて日常生活の資を共通に
している配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族の方）をいいます。

注2　常時介護する者………�身体障害者等のみで構成される世帯の、重度の身体障害者等が所有する自動車を、その
身体障害者等のために継続して日常的に運転する方で、福祉事務所等の確認を受けた方
をいいます。

注３　�精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方については、「障害の程度が１級」かつ「自立支援医療受給
者証」の交付を受けておられる方に限ります。

注４　使用目的………………�身体障害者等が専ら自動車を使用していない場合は、減免の対象となりません。（例：入
院中・入所中の身体障害者等の面会・洗濯物の運搬、家族等が自分の通勤その他日常生
活に使用）

注５　車種・構造……………�自動車の車種や構造等の面から、身体障害者等のために使用する自動車と認められない
自動車（バス・トラック等）については減免が認められないことがあります。

※減免の対象となる自動車は自家用自動車に限ります。（改造車の減免を除く。）
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2. 戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
戦傷病者手帳の交付を受けておられる方のうち、下に該当する方が対象となります。

区　分 軽度以外の障害（重度の障害） 軽度の障害

下肢不自由
項症 特別～３ 4 ～ 6

款症 － １～３

体幹不自由
項症 特別～４ ５・６

款症 － １～３

上肢不自由
項症 特別～６ －

款症 － １・２

視覚障害
項症 特別～６ －

款症 － １～３

聴覚障害
項症 特別～４ ５・６

款症 － １

平衡機能障害 項症 特別～４ ５・６

心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直
腸、小腸の機能の障害 項症 特別～３ ４～６

音声・言語、そしゃく機能の障害 項症 特別～５ －

3. 療育手帳等の交付を受けておられる方
療育手帳もしくは認定カードの交付を受けておられる方、子ども家庭センターもし
くは障がい者自立相談支援センターが発行する証明書のある方、または精神保健指
定医の診断書のある方が対象となります。なお、障害の程度は等級に関わらず軽度
以外の障害（重度の障害）として取り扱います。

4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健および精神障害
者福祉に関する法律施行令に定める1級の障害の方で、かつ、自立支援医療受給者
証の交付を受けておられる方が対象となります。なお、障害の程度は等級に関わら
ず軽度以外の障害（重度の障害）として取り扱います。
※２級および３級の方は対象となりません。
その他申請に必要な書類、申請期限等についてのお問い合わせは下記の窓口までお
たずねください。

●自動車を所有している場合
北河内府税事務所（北河内府民センタービル内） 　TEL 072ｰ844ｰ1331

FAX 072ｰ846ｰ3988
●自動車を取得する場合

大阪自動車税事務所寝屋川分室（大阪運輸支局内）TEL 072ｰ823ｰ1801
FAX 072ｰ820ｰ1143

2 軽自動車税種別割の減免
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方
が所有または使用する軽自動車等（１台に限る）については、減免を受けることがで
きる場合があります。詳しくは課税課税制グループまでお問い合わせください。
なお減免の受付は納期限（５月末）までです。

［窓　口］ 課税課　税制グループ　TEL 072ｰ870ｰ9646　FAX 072ｰ870ｰ9262
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2 軽自動車税種別割の減免
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方
が所有または使用する軽自動車等（１台に限る）については、減免を受けることがで
きる場合があります。詳しくは課税課税制グループまでお問い合わせください。
なお減免の受付は納期限（５月末）までです。

［窓　口］ 課税課　税制グループ　TEL 072ｰ870ｰ9646　FAX 072ｰ870ｰ9262
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3 所得税・住民税等の軽減措置
種 類 内 容 対 象 者 等 金 額 窓 口

市 民 税

府 民 税

一 般 の 障 害 者

自己または控除対象扶養親族が次の人
〇身体障害者手帳３～６級
〇療育手帳Ｂ１・Ｂ２
〇精神障害者保健福祉手帳２・３級

所得控除
26万円

課 税 課
市 民 税 グ ル ー プ
TEL 072ｰ870ｰ0418
FAX 072ｰ870ｰ9262

特 別 障 害 者

障害者のうち、次の特に重度の障害のある人
〇身体障害者手帳１・２級
〇療育手帳Ａ
〇精神障害者保健福祉手帳１級

所得控除
30万円

同 居 特 別 障 害 者

特別障害者に該当する控除対象配偶者ま
たは扶養親族で、かつ自己または配偶者、
もしくは自己と生計を一にする親族のい
ずれかの人と同居を常況とする場合

所得控除
53万円

税課非者害障の下以円万531が額金得所計合の年前

所 得 税

一 般 の 障 害 者

自己、同一生計配偶者または扶養親族が次の人
〇身体障害者手帳３～６級
〇療育手帳Ｂ１・Ｂ２
〇精神障害者保健福祉手帳２・３級

所得控除
27万円

勤務先または
門真税務署
TEL 06ｰ6909ｰ0181

特 別 障 害 者

障害者のうち、次の特に重度の障害のある人
〇身体障害者手帳１・２級
〇療育手帳Ａ
〇精神障害者保健福祉手帳１級

所得控除
40万円

同 居 特 別 障 害 者

特別障害者に該当する同一生計配偶者や
扶養親族で、かつ自己または配偶者、もし
くは自己と生計を一にする親族のいずれ
かの人と同居を常況とする場合

所得控除
75万円

個人事業税 課税対象外
北河内府税事務所
TEL 072ｰ844ｰ1331
FAX 072ｰ846ｰ3988

相 続 税
身体障害者、知的障害者および精神障害者等が相続または
遺贈により財産を取得した場合

85歳までの1年につ
き10万 円（ 特 別 の
障 害 者 は20万 円）
税額控除ただし、平
成 26 年12 月 31日
以前の相続開始の
場合は、1年につき
6万円（特別の障害
者は12万円）

門 真 税 務 署
TEL 06ｰ6909ｰ0181

贈 与 税 非課税
門 真 税 務 署
TEL 06ｰ6909ｰ0181

※特定障害者のうち、特別障害者以外の者とは、精神に障害があるとして手帳等の交付を受けた方

で特別障害者以外の人をいいます。

視力障害のある者（両眼の視力を喪失した者または両眼の
視力（屈折異常のある方については矯正視力）が0.06以下
の方）が行うあん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅ
う、柔道整復その他の医業に類する事業

特定障害者（特別障害者および障害者のうち一定の者）が、
特定障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権のう
ち6,000万円（特定障害者のうち、特別障害者以外の者に
あっては、3,000万円）までの部分

4 固定資産税等の減免
所有者が身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳１級の
いずれかをお持ちで以下の要件全てに該当される場合に、固定資産税等の減免を受
けることができる制度があります。詳しくは課税課資産税グループまでお問い合わ
せください。

（要件）
•家屋の延床面積が70平方メートル以下である。
•固定資産税・都市計画税の年税額が５万円以下である。
•所有する固定資産が自己居住用のみである。
•所有者および生計を一にする人全員の個人住民税が非課税である。

［お問い合わせ］ 課税課　資産税グループ　TEL 072ｰ870ｰ0419

5 NHK放送受信料の減免

全額が免除される世帯 身体障害者、知的障害者、精神障害者のいる市民税非課税世帯

半額が免除される世帯
視覚・聴覚障害者が世帯主で受信契約者
重度の障害者（身体1・2級、療育A、精神1級）が世帯主で受信契
約者

ただし、いずれも障害福祉課で発行する証明書が必要です。各種障害者手帳・印かん
を持って障害福祉課へお越しください。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838　
［お問い合わせ］ NHKふれあいセンター　TEL 0570ｰ077077

6 点字郵便物の無料扱い・点字小包の減額
①点字郵便物は無料で取扱ができます。
② 点字郵便物として差し出せない大型のもの等を小包にする場合は、半額になります。

［お問い合わせ］ 最寄りの郵便局へお問い合わせください。
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4 固定資産税等の減免
所有者が身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳１級の
いずれかをお持ちで以下の要件全てに該当される場合に、固定資産税等の減免を受
けることができる制度があります。詳しくは課税課資産税グループまでお問い合わ
せください。

（要件）
•家屋の延床面積が70平方メートル以下である。
•固定資産税・都市計画税の年税額が５万円以下である。
•所有する固定資産が自己居住用のみである。
•所有者および生計を一にする人全員の個人住民税が非課税である。

［お問い合わせ］ 課税課　資産税グループ　TEL 072ｰ870ｰ0419

5 NHK放送受信料の減免

全額が免除される世帯 身体障害者、知的障害者、精神障害者のいる市民税非課税世帯

半額が免除される世帯
視覚・聴覚障害者が世帯主で受信契約者
重度の障害者（身体1・2級、療育A、精神1級）が世帯主で受信契
約者

ただし、いずれも障害福祉課で発行する証明書が必要です。各種障害者手帳・印かん
を持って障害福祉課へお越しください。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838　
［お問い合わせ］ NHKふれあいセンター　TEL 0570ｰ077077

6 点字郵便物の無料扱い・点字小包の減額
①点字郵便物は無料で取扱ができます。
② 点字郵便物として差し出せない大型のもの等を小包にする場合は、半額になります。

［お問い合わせ］ 最寄りの郵便局へお問い合わせください。

41大東市暮らしの情報

７
税
の
減
免
・
公
共
料
金
の
割
引



※介護する人（割引なし）が同行する場合にも割引が適用される場合もありますので、
　映画館で確認してください。

［お問い合わせ］ 各映画館の窓口で直接お問い合わせください。

8 NTTふれあい案内
電話帳の利用が困難な視覚・上肢などの不自由な方、知的障害や精神障害のある方
が事前に登録することで、104番の番号案内が無料になります。

【ご利用いただける方】
身体障害者手帳をお持ちで、視覚障害１～６級の方。肢体不自由（上肢、体幹、乳幼児
期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害）１、２級の方。
聴覚障害２級、３級、４級、６級の方。
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害３級、４級の方。
戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のお持ちの方。

［窓　口］ 
）。く除を始年末年、日祝、日曜日・土、時5後午～時9前午（ 

9 携帯電話等の割引
携帯電話の基本料金等の割引制度を行っています。

［お問い合わせ］ 携帯電話取扱店へお問い合わせください。

NTT西日本ふれあい案内担当　TEL 0120ｰ104ｰ174　FAX 0120ｰ104ｰ134

7 映画館の割引
大阪興業協会加入の映画館（一部、劇場は除く）において、身体障害者、知的障害者、
精神障害者に対して割引を行っています。入場券売場で身体障害者手帳・療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

1 JRおよび私鉄各社
利用方法など詳しくは各社にお問い合わせください。

乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割　引　率

障害者本人が単独
で乗車する場合

•身体障害者
•知的障害者

普通乗車券（片道101㎞以上の利
用の場合に限ります。）

５割

介護者とともに乗
車する場合
（介護者は1名まで）

第１種障害者および
その介護者

普通乗車券、回数乗車券、急行券
（特別急行券は除きます。）
定期券（本人が12歳未満の場合
は、介護者のみ）

５割

第２種障害者の介護者
（障害者本人が12歳未満
の場合に限る。）

定期券
5割

（介護者のみ）

（第１種・第２種身体障害者）

度程の害障分区の害障

第1種身体障害者 視 覚 障 害 1級から3級までの各級および4級の1

聴 覚 障 害 2級および3級

肢
体
不
自
由

上 肢 不 自 由 1・2級の1および2級の2

下 肢 不 自 由 1・2級および3級の1

体 幹 不 自 由 1級から3級までの各級

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上肢機能障害
1級および2級
（上肢のみに運動機能障害がある場合を除き
ます）

下肢機能障害
1級から3級までの各級
（下肢のみに運動機能障害がある場合を除き
ます）

内
部
障
害

ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級

級各のでま級4らか級1他のそ

第2種身体障害者 第1種身体障害者以外の人

※上記の障害が2つ以上あり、それらの障害を総合した程度が右欄に準ずる障害の程度の人も第1種身体障害者とされます。
（・第1種知的障害者➡重度の知的障害者　　・第2種知的障害者➡第1種知的障害者以外の人）

交通運賃の割引等8
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1 JRおよび私鉄各社
利用方法など詳しくは各社にお問い合わせください。

乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割　引　率

障害者本人が単独
で乗車する場合

•身体障害者
•知的障害者

普通乗車券（片道101㎞以上の利
用の場合に限ります。）

５割

介護者とともに乗
車する場合
（介護者は1名まで）

第１種障害者および
その介護者

普通乗車券、回数乗車券、急行券
（特別急行券は除きます。）
定期券（本人が12歳未満の場合
は、介護者のみ）

５割

第２種障害者の介護者
（障害者本人が12歳未満
の場合に限る。）

定期券
5割

（介護者のみ）

（第１種・第２種身体障害者）

度程の害障分区の害障

第1種身体障害者 視 覚 障 害 1級から3級までの各級および4級の1

聴 覚 障 害 2級および3級

肢
体
不
自
由

上 肢 不 自 由 1・2級の1および2級の2

下 肢 不 自 由 1・2級および3級の1

体 幹 不 自 由 1級から3級までの各級

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上肢機能障害
1級および2級
（上肢のみに運動機能障害がある場合を除き
ます）

下肢機能障害
1級から3級までの各級
（下肢のみに運動機能障害がある場合を除き
ます）

内
部
障
害

ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級

級各のでま級4らか級1他のそ

第2種身体障害者 第1種身体障害者以外の人

※上記の障害が2つ以上あり、それらの障害を総合した程度が右欄に準ずる障害の程度の人も第1種身体障害者とされます。
（・第1種知的障害者➡重度の知的障害者　　・第2種知的障害者➡第1種知的障害者以外の人）

交通運賃の割引等8
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2 バス（大阪シティバスを除く）

乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割引率

障害者本人が単独で乗車
する場合

•身体障害者
•知的障害者

普通乗車券、回数券（回数券の種類により
割引のない場合があります）

5割

割3券期定

介護者とともに乗車する
場合（介護者は1名まで）

第1種障害者および
その介護者

普通乗車券、回数券（回数券の種類により
割引のない場合があります）

5割

割3券期定

第2種障害者の介護者
（障害者本人が12歳
未満の場合に限る。）

定期券
3割

（介護者
のみ）

バス会社によって精神障害者保健福祉手帳を持つ人も対象になるなど適用が異なる
場合がありますので、各社にお問い合わせください。

3 Osaka Metro（旧大阪市営地下鉄・ニュートラム）

乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割引率

介護者とともに乗車する
場合（介護者は1名まで）

•第1種障害者およびその
介護者

普通券、回数カード、定期券
5割

•第2種障害児およびその
介護者

普通券、回数カード、定期券

4 大阪シティバス（旧大阪市営交通バス）

乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割引率

障害者本人が単独で乗車
する場合

•第1種障害者 現金、回数カード、定期券（大人のみ）
5割

•第2種障害者
現金、回数カード（小児のみ）、
定期券（大人のみ）

介護者とともに乗車する
場合（介護者は1名まで）

•第1種障害者およびその
介護者

現金、回数カード、定期券（大人のみ）
5割

•第2種障害児およびその
介護者

現金、回数カード、定期券（大人のみ）

※降車の際に運転士に、障害者手帳の呈示が必要です。
※車椅子を使用する場合は介護者２名まで。

※改札口または切符販売窓口等において障害者手帳の呈示が必要です。
※車椅子を使用する場合は介護者２名まで。

5 タクシー
割引の対象者 利　用　方　法 割引率

身体障害者・知的障害者 乗車時に手帳を呈示します。 1割

6 有料道路
※詳細については、「有料道路における障害者割引制度のご案内」をご覧ください。

割引の条件 対象となる車両 利用方法 割引率

身体障害者が自ら運転
する場合

乗用自動車やライトバン等で一定の条
件をみたしており、車検証上の所有者が
本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、
兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居
の親族等の名義になっている自動車等。

①居住地の福祉事務
所等で、割引対象
となる自動車の登
録番号等の手帳へ
の記載が必要とな
ります。

②有料道路を利用し、
料 金 を 支 払 う 際、
手帳を提示して割
引を受けます。

③ETCの利用もあり
ます。

5割
第一種身体障害者（児）
または第一種知的障害
者（児）を乗せて、介護
者が運転する場合

乗用自動車やライトバン等で一定の条
件をみたしており、車検証上の所有者
が本人、配偶者、直系血族およびその配
偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並び
に同居の親族等、もしくは前述の方が
自動車を所有していないときは、障害
者本人を継続して日常的に介護してい
る方の名義になっている自動車等。

※ご登録いただける自動車は1人一台です。
※営業用に使用する自動車は除きます。
※ETC登録がなされている場合でも、ETCレーンが利用できない場合は、手帳のご呈示が必要となります。

障害者割引を受けるためには、市町村福祉事務所等で事前に登録が必要です。

◆申請手続きに必要なもの◆
項　　目 必 要 書 類 等

ETC をご利用に
ならない場合

①身体障害者手帳または療育手帳
②自動車検査証または軽自動車届出済証の原本
③運転免許証（障害者ご本人が運転される場合のみ）

ETC をご利用に
なる場合

①身体障害者手帳または療育手帳
②自動車検査証または軽自動車届出済証の原本
③運転免許証（障害者ご本人が運転される場合のみ）
④ETCカード（障害者本人名義のもの）
⑤ETC車載器の管理番号が確認できるもの
　（ETC車載器セットアップ申込書・証明書等）

※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。

タクシー会社によっては、精神障害者保健福祉手帳を持つ人も対象となる場合があ
りますので、各社にお問い合わせください。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
［お問い合わせ］ 有料道路ETC割引登録係 TEL 045ｰ477ｰ1233
　　　　　　　　　　　　　　（受付時間　平日午前9時～午後5時）

44 大東市暮らしの情報

８
交
通
運
賃
の
割
引
等



5 タクシー
割引の対象者 利　用　方　法 割引率

身体障害者・知的障害者 乗車時に手帳を呈示します。 1割

6 有料道路
※詳細については、「有料道路における障害者割引制度のご案内」をご覧ください。

割引の条件 対象となる車両 利用方法 割引率

身体障害者が自ら運転
する場合

乗用自動車やライトバン等で一定の条
件をみたしており、車検証上の所有者が
本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、
兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居
の親族等の名義になっている自動車等。

①居住地の福祉事務
所等で、割引対象
となる自動車の登
録番号等の手帳へ
の記載が必要とな
ります。

②有料道路を利用し、
料 金 を 支 払 う 際、
手帳を提示して割
引を受けます。

③ETCの利用もあり
ます。

5割
第一種身体障害者（児）
または第一種知的障害
者（児）を乗せて、介護
者が運転する場合

乗用自動車やライトバン等で一定の条
件をみたしており、車検証上の所有者
が本人、配偶者、直系血族およびその配
偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並び
に同居の親族等、もしくは前述の方が
自動車を所有していないときは、障害
者本人を継続して日常的に介護してい
る方の名義になっている自動車等。

※ご登録いただける自動車は1人一台です。
※営業用に使用する自動車は除きます。
※ETC登録がなされている場合でも、ETCレーンが利用できない場合は、手帳のご呈示が必要となります。

障害者割引を受けるためには、市町村福祉事務所等で事前に登録が必要です。

◆申請手続きに必要なもの◆
項　　目 必 要 書 類 等

ETC をご利用に
ならない場合

①身体障害者手帳または療育手帳
②自動車検査証または軽自動車届出済証の原本
③運転免許証（障害者ご本人が運転される場合のみ）

ETC をご利用に
なる場合

①身体障害者手帳または療育手帳
②自動車検査証または軽自動車届出済証の原本
③運転免許証（障害者ご本人が運転される場合のみ）
④ETCカード（障害者本人名義のもの）
⑤ETC車載器の管理番号が確認できるもの
　（ETC車載器セットアップ申込書・証明書等）

※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。

タクシー会社によっては、精神障害者保健福祉手帳を持つ人も対象となる場合があ
りますので、各社にお問い合わせください。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
［お問い合わせ］ 有料道路ETC割引登録係 TEL 045ｰ477ｰ1233
　　　　　　　　　　　　　　（受付時間　平日午前9時～午後5時）
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7 福祉有償運送サービス
福祉車両による運送サービスを受けられます。通院だけでなく、日常生活の移動に
も利用できます。

対象者 　１人では公共交通機関の利用が困難で次のいずれかに当てはまる人。
①身体障害者手帳の交付を受けている人。
②肢体不自由、内部障害、精神障害または知的障害のある人。
③介護保険の要支援および要介護認定を受けている人。
④障害者手帳、要介護認定の申請中で、福祉有償運送の必要があると考え

※対象者は難病指定（総合事業対象者）も含まれます。
られる人。

費　用 　通常のタクシー代金の半額程度

申請等 　各事業所に直接お問い合わせください。

※利用するには会員になる必要があります。その際、費用が発生する場合
があります。

所住号番話電名所業事施実

自立生活センターいしずえ

居宅生活事業所アンサンブル

自立支援ケアサポート絆

グローリーワーク大東

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
　　　　 ※65歳以上の人は、高齢介護室高齢支援グループにご相談ください。
　　　　 　　　　　　TEL 072ｰ870ｰ0472　FAX 072ｰ872ｰ8080

072－876－1936

072－965－0300

072－982－5520

072－862－0417

大東市北条５－２－15

東大阪市喜里川町３－13

東大阪市池島町８－１－40

大東市南楠の里町16－６

8 航空機

容内の引割）る限に者の上以歳21満（者象対の引割

第1種障害者および精神
障害者

単独搭乗の場合 本人 各航空会社により、割引の対象者範
囲、利用方法が異なりますので、詳
しくは各航空会社へお問い合わせ
ください。（一部の航空会社では割
引を適用しておりません。）

介護者とともに搭
乗する場合（介護者
1名まで）

本人および
その介護者

第2種障害者 本人のみ

9 船　舶
船舶運賃の旅客運賃も、JRと同様の割引がされる場合があります。

46 大東市暮らしの情報

８
交
通
運
賃
の
割
引
等



8 航空機

容内の引割）る限に者の上以歳21満（者象対の引割

第1種障害者および精神
障害者

単独搭乗の場合 本人 各航空会社により、割引の対象者範
囲、利用方法が異なりますので、詳
しくは各航空会社へお問い合わせ
ください。（一部の航空会社では割
引を適用しておりません。）

介護者とともに搭
乗する場合（介護者
1名まで）

本人および
その介護者

第2種障害者 本人のみ

9 船　舶
船舶運賃の旅客運賃も、JRと同様の割引がされる場合があります。
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1 障害児福祉手当
対象者 　重度の障害のために、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳

未満の人で、次の支給要件を満たしており、所定の診断書等による審査に
よって認定を受けた人。
①重度の身体障害がある人。
②知的障害または精神障害の程度が最重度の人。
③中程度の身体障害、重度の知的障害・精神障害が重複している人。
※手帳の所持は要件ではありません。

支給制限 　次に該当する場合は支給できません。
以額金定一が得所の者務義養扶はくしも者偶配のそはたま者格資給受 ①

上であるとき。
ータンセ庭家もど子びよお、人るいてし所入に設施の等設施祉福童児 ②

等の公的機関の措置により入院している人。
手　当 　月額　14,850円（令和４年度）

支給月 　年4回（5・8・11・2月）

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
2. 所定の診断書　　3. 本人名義の預金通帳
4. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カードと本

人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　 FAX 072ｰ873ｰ3838

※手当額は物価スライド制の適用により変更される場合があります。

2 特別障害者手当
対象者 　重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の20

歳以上の人で、次の支給要件を満たしており、所定の診断書等による審査
によって認定を受けた人。
①異なる部位の重度障害が２つ以上ある人

どんとほはで人１が作動活生常日、で）等りきた寝（由自不体肢の度重 ②
できない人

③重度の内部障害があり絶対安静の状態である人
話会・便用・事食、めたの害障的知の度重最はたま害障神精の度重最 ④

等の日常生活能力がほとんどない人

給付・手当・年金等9

支給制限 　次に該当する場合は支給できません。
以額金定一が得所の者務義養扶はくしも者偶配のそはたま者格資給受 ①

上であるとき
3てし続継に等院病びよお、人るいてし所入に等設施護介や設施者害障 ②

※手当額は物価スライド制の適用により変更される場合があります。

か月を超えて入院・入所している人（下記参照）

手　当 　月額　27,300円（令和４年度）

支給月 　年4回（５・8・11・２月）

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉

×　支給対象外
・障害者支援施設　　・病院または診療所（３か月を超える場合）
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）　　・養護老人ホーム
・介護療養型医療施設（３か月を超える場合）
  ※在宅復帰強化加算の届出病棟を除く。
・介護老人保健施設（３か月を超える場合）
  ※在宅強化型介護老人保健施設を除く。
・生活保護法に規定する救護施設または更生施設

手帳もしくは介護保険被保険者証
2. 所定の診断書　　3. 本人名義の預金通帳
4. 本人が前年中に受給した公的年金がわかるもの
（１～６月に申請される場合は前々年中の年金額）

5. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カード
と本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

※なお、以下の施設等は支給対象となります。

○　支給対象
・グループホーム　　・宿泊型自立訓練施設　　・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム　　・ケアハウス　　・サービス付き高齢者住宅
・小規模多機能型居宅介護事業所
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
・婦人保護施設　　　・ホームホスピス

※介護保険制度における要介護の方（主に在宅で要介護４や５の方）は、
必要とされる介護の状態により、特別障害者手当を受給できる場合が
あります。

※手帳の所持は要件ではありません。
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支給制限 　次に該当する場合は支給できません。
以額金定一が得所の者務義養扶はくしも者偶配のそはたま者格資給受 ①

上であるとき
3てし続継に等院病びよお、人るいてし所入に等設施護介や設施者害障 ②

※手当額は物価スライド制の適用により変更される場合があります。

か月を超えて入院・入所している人（下記参照）

手　当 　月額　27,300円（令和４年度）

支給月 　年4回（５・8・11・２月）

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉

×　支給対象外
・障害者支援施設　　・病院または診療所（３か月を超える場合）
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）　　・養護老人ホーム
・介護療養型医療施設（３か月を超える場合）
  ※在宅復帰強化加算の届出病棟を除く。
・介護老人保健施設（３か月を超える場合）
  ※在宅強化型介護老人保健施設を除く。
・生活保護法に規定する救護施設または更生施設

手帳もしくは介護保険被保険者証
2. 所定の診断書　　3. 本人名義の預金通帳
4. 本人が前年中に受給した公的年金がわかるもの
（１～６月に申請される場合は前々年中の年金額）

5. マイナンバー関係（個人番号カードまたは通知カード
と本人確認書類等）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

※なお、以下の施設等は支給対象となります。

○　支給対象
・グループホーム　　・宿泊型自立訓練施設　　・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム　　・ケアハウス　　・サービス付き高齢者住宅
・小規模多機能型居宅介護事業所
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
・婦人保護施設　　　・ホームホスピス

※介護保険制度における要介護の方（主に在宅で要介護４や５の方）は、
必要とされる介護の状態により、特別障害者手当を受給できる場合が
あります。

※手帳の所持は要件ではありません。
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◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳および療育手帳
2. 介護者名義の預金通帳

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

4 特別児童扶養手当
対象者 　精神または身体に中程度以上の障害を有する児童（20歳未満）を監護し

ている父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は手当を受給することができません。
①手当を受けようとする人または児童が国内に住所を有しないとき

支活生子母（きとるいてし所入に設施祉福者害障、設施祉福童児が童児 ②
援施設、保育所、通園施設を除きます。）

③児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手　当 　重度の障害児1人につき、月額52,400円（令和４年4月分～）
中程度の障害児1人につき、月額34,990円（令和４年4月分～）

※手当の額は「物価スライド制」の適用により変更される場合があります。

3 大阪府重度障害者在宅介護支援給付金
対象者 　身体障害者手帳1・2級と療育手帳Aをあわせもつ重度障害者（児）と同

居する介護者。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は受給することができません。
①重度障害者が施設に入所したとき（グループホームへ入居したときも含

む）
②病院等の医療機関に継続して３か月を越えて入院したとき（付添証明書

を添付できる場合は除く）
③特別障害者手当の受給資格が認定されたとき（支給停止中は除く）
④障害程度が支給要件に該当しなくなったとき
毎年4月中に継続認定申請書の提出が必要です。また、住所変更等の場合
も届出が必要です。

手　当 　月額　10,000円

支給月 　年4回（4・7・10・1月）

※受給に当たっては、請求者または配偶者および扶養義務者（同居してい
る請求者の父母兄弟姉妹など）の所得により制限があります。

5 児童扶養手当
対象者　父母の離婚、父または母が死亡・重度の障害者などの場合で、18歳に達

した日の属する年度末以前の児童（特別児童扶養手当を受給している20
歳未満の児童を含む）を養育している人。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当が受けられません。
①児童が児童福祉施設等に入所しているとき（通園施設・母子寮を除く）
②児童が里親に委託されているとき
また、本人および児童が公的年金を受給できる場合は、公的年金の受給額
が児童扶養手当の支給額を上回ると児童扶養手当は支給停止となります。

手　当　受給にあたって、請求者および同居している請求者の父母兄弟姉妹など
の所得により制限があります。
全額支給　月額43,070円（令和４年4月分～）
一部支給　月額 43,060 円～ 10,160 円（令和４年 4 月分～）（所得に応じ
て10円きざみの額となります。）
　児童２人目　全部支給　月額10,170円
　　　　　　　一部支給　月額10,160円～ 5,090円
　児童３人目以降１人につき　全部支給　月額6,100円
　　　　　　　　　　　　　　一部支給　月額6,090円～ 3,050円
※手当額は物価スライド制の適用により変更される場合があります。

支給月　年3回（４、8、11月）

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
　（外国籍の方は在留カード）
2. 所定の診断書（身体障害者手帳または療育手帳によ

り省略できる場合もあります）
3. 請求者名義の通帳
4. マイナンバー関係（請求者・配偶者・扶養義務者・

対象児の個人番号カードまたは通知カードと請求者
の本人確認書類等）

5. その他（子ども室でご案内します。一度窓口にお越し
ください）

［窓　口］ 子ども室　子ども支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ9655　FAX 072ｰ872ｰ2189
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5 児童扶養手当
対象者　父母の離婚、父または母が死亡・重度の障害者などの場合で、18歳に達

した日の属する年度末以前の児童（特別児童扶養手当を受給している20
歳未満の児童を含む）を養育している人。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当が受けられません。
①児童が児童福祉施設等に入所しているとき（通園施設・母子寮を除く）
②児童が里親に委託されているとき
また、本人および児童が公的年金を受給できる場合は、公的年金の受給額
が児童扶養手当の支給額を上回ると児童扶養手当は支給停止となります。

手　当　受給にあたって、請求者および同居している請求者の父母兄弟姉妹など
の所得により制限があります。
全額支給　月額43,070円（令和４年4月分～）
一部支給　月額 43,060 円～ 10,160 円（令和４年 4 月分～）（所得に応じ
て10円きざみの額となります。）
　児童２人目　全部支給　月額10,170円
　　　　　　　一部支給　月額10,160円～ 5,090円
　児童３人目以降１人につき　全部支給　月額6,100円
　　　　　　　　　　　　　　一部支給　月額6,090円～ 3,050円
※手当額は物価スライド制の適用により変更される場合があります。

支給月　年3回（４、8、11月）

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
　（外国籍の方は在留カード）
2. 所定の診断書（身体障害者手帳または療育手帳によ

り省略できる場合もあります）
3. 請求者名義の通帳
4. マイナンバー関係（請求者・配偶者・扶養義務者・

対象児の個人番号カードまたは通知カードと請求者
の本人確認書類等）

5. その他（子ども室でご案内します。一度窓口にお越し
ください）

［窓　口］ 子ども室　子ども支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ9655　FAX 072ｰ872ｰ2189
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6 障害基礎年金
「国民年金に加入している期間中」または「20歳前の期間中」あるいは「60歳以上
65歳未満で、厚生年金に加入していない期間中」に初診のある病気やけがによって
障害の状態になった場合に支給されます。

対象者　①国民年金法障害等級1・2級の人。
ま間期済付納の料険保のでま月々前の日診初てしと況状付納の料険保 ②

たは免除等期間が被保険者期間の2 ／ 3以上の人。
なお、特例として令和８年 3 月 31 日までに初診日がある場合は、初診日
の前々月において、直近の1年間に保険料未納期間がない人も含みます。
20歳前に初診がある人は、上記②の納付要件は問いませんが、本人の所
得により年金額が一部または全額が支給停止になる場合があります。

し過経を半年1らか日診初、合場の人るいてえ超を歳56で点時の求請 ※
た日の状態で審査を受ける障害認定日請求しかできません。

年金額　1級の人　年額　972,250円（令和４年度）
2級の人　年額　777,800円（令和４年度）

支給月　年6回（4・6・8・10・12・2月）

［窓　口］ 保険年金課　TEL 072ｰ870ｰ9654　FAX 072ｰ870ｰ9261

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
　（外国籍の人は戸籍に代わる書類）
2. 父または母にかかる所定の診断書（国民年金証書

〈障害基礎年金1級該当〉により省略できる場合も
あります。）※配偶者の障害事由で申請する場合の
み

3. 請求者名義の銀行通帳
4. マイナンバー関係（申請者・扶養義務者・対象児童

の個人番号カードまたは通知カードと申請者の本人
確認書類等）

5. その他（子ども室でご案内します。一度窓口にお越し
ください）

［窓　口］ 子ども室　子ども支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ9655　FAX 072ｰ872ｰ2189

金　額 　月額　20,000円

支給月 　年2回（９・３月）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

9 大阪府重度障害者特例支援給付金
対象者

7 障害厚生年金

［窓　口］ 守口年金事務所お客様相談室　TEL 06ｰ6992ｰ3031　FAX 06ｰ6992ｰ6038

8 大東市在日外国人心身障害者給付金
対象者

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害の状態となり、保
険料の納付状態等、一定の要件を満たしたときに障害厚生年金が支給されます。

　次の条件をすべて満たしている人。
①昭和57年１月１日以前に外国人登録を行っていること。（以後に帰化し

た人を含む。）
②同日以前に20歳に達していること。
③障害の程度が１･２級の身体障害者手帳または、療育手帳Aの所持者で、

それらの交付日またはその障害発生原因の傷病の初診日が、昭和57年
１月１日以前であること。

④公的年金を受給されていないこと。
⑤生活保護を受給されていないこと。
※所得制限があります。

　次の条件をすべて満たしている人。
①昭和57年１月１日以前に外国人登録を行っていること。
　（以後に帰化した人を含みます）
②同日以前に20歳に達していること。
③障害の程度が１･２級の身体障害者手帳または、療育手帳Aの所持者で、

それらの交付日またはその障害発生原因の傷病の初診日が、昭和57年
１月１日以前であること。

④精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受け、障害発生原因の傷病の初
診日が、昭和57年１月１日以前であること。

⑤公的年金を受給されていないこと。
⑥生活保護を受給されていないこと。
※所得制限があります。

金　額 　月額　20,000円

支給月 　年2回（4・10月）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
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金　額 　月額　20,000円

支給月 　年2回（９・３月）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

9 大阪府重度障害者特例支援給付金
対象者

7 障害厚生年金

［窓　口］ 守口年金事務所お客様相談室　TEL 06ｰ6992ｰ3031　FAX 06ｰ6992ｰ6038

8 大東市在日外国人心身障害者給付金
対象者

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害の状態となり、保
険料の納付状態等、一定の要件を満たしたときに障害厚生年金が支給されます。

　次の条件をすべて満たしている人。
①昭和57年１月１日以前に外国人登録を行っていること。（以後に帰化し

た人を含む。）
②同日以前に20歳に達していること。
③障害の程度が１･２級の身体障害者手帳または、療育手帳Aの所持者で、

それらの交付日またはその障害発生原因の傷病の初診日が、昭和57年
１月１日以前であること。

④公的年金を受給されていないこと。
⑤生活保護を受給されていないこと。
※所得制限があります。

　次の条件をすべて満たしている人。
①昭和57年１月１日以前に外国人登録を行っていること。
　（以後に帰化した人を含みます）
②同日以前に20歳に達していること。
③障害の程度が１･２級の身体障害者手帳または、療育手帳Aの所持者で、

それらの交付日またはその障害発生原因の傷病の初診日が、昭和57年
１月１日以前であること。

④精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受け、障害発生原因の傷病の初
診日が、昭和57年１月１日以前であること。

⑤公的年金を受給されていないこと。
⑥生活保護を受給されていないこと。
※所得制限があります。

金　額 　月額　20,000円

支給月 　年2回（4・10月）

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838
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対象者

掛　金

10 重度障害者（児）タクシー基本料金の一部助成
対象者

内　容

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

11 大阪府障害者扶養共済

身体障害者手帳１級、２級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳
１級を所有の人。
タクシー料金の一部を助成します。ただし、年 24回（申し込み月によっ
て異なります）までです。
対象者および配偶者の所得制限があり、対象者については施設入所制限
がありますので、詳しくは直接お問い合わせください。

（1）知的障害者（児）
（2）身体障害者手帳を所持し、その障害が１級から３級までに該当する障害

者（児）
（3）精神または身体に永続的な障害のある人（統合失調症、脳性麻痺、進行

性筋萎縮症、自閉症、血友病など）で、その障害の程度が（1）または（2）
の者と同程度と認められる人
※障害の程度によっては、ご加入いただけない場合があります。

①１口　月額　9,300円～ 23,300円
②２口まで加入できますが、加入者の年齢によって掛金額が異なります。
③掛金の払込期間は、加入日から20年ですが、加入者の年齢によって払込期

間が異なります。
④収入に応じ、掛金の減免があります。
●生活保護→掛金の一口目を全額免除
●市民税非課税世帯→掛金の一口目を半額免除
●市民税所得割非課税世帯→掛金の一口目を３割免除

次の①～④すべてに該当する保護者
①大阪府内に在住。
②加入時の年度の４月１日時点で65歳未満。
③特別な病気や障害がない。
④次の（1）～（3）のいずれかに該当する人を現に扶養している。

障害者（児）の将来について、保護者がもたれる不安を軽くするため、一定額の掛金
をおさめることにより、加入している保護者が死亡または身体に著しい障害を有す
ることになった場合に、障害者（児）に年金が支給されます。

年金額 　１口　月額　20,000円
［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

め認とるえ超を円万000,1が額金得所計合の間年の者持維計生るた主 ⑥
られたとき

※支給対象者および支給要件等は下記まで問い合わせください。
［お問い合わせ］　独立行政法人　自動車事故対策機構（NASVA）

　　　大阪主管支所　TEL 06ｰ6942ｰ2804　FAX 06ｰ6942ｰ2807

12 NASVA介護料支給
自動車による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」に重度の後遺障害が
残り、日常生活において常時または随時の介護が必要な方に介護料を支給しています。

対象者　 ①自賠責保険等において後遺障害等級が認定されている方
　自賠法施行令の後遺障害等級（平成14年4月1日以降の事故の場合）
　別表第１（第1級1号または2号、第2級1号または2号）

いてけ受を定認の級等害障遺後るよに等険保責賠自りよに等故事損自 ②
ない方（後遺障害認定通知書を紛失された方を含む）であって、次の要
件を満たす方
１. 自賠責保険等の後遺障害等級と同程度の障害を受けたと認められる方
２. 事故後18か月以上が経過し症状が固定したと認められる方

対象費用　①訪問看護等在宅介護サービス
②介護用品の購入等（修理も含む）
③消耗品の購入

支給制限　支給対象者が次のいずれかに該当する場合は支給できません。
①自動車事故対策機構が設置した療護施設に入院したとき

に設施たしと的目をとこるす容収を者つ持を害障の度重きづ基に令法 ②
入所したとき

③病院または診療所に入院したとき（ただし、家族による介護の事実があ
る場合を除きます）

④労働者災害補償保険法など他法令の規定による介護補償給付または介
護給付を受けたとき

⑤介護保険法の規定による介護給付または予防給付を受けたとき
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め認とるえ超を円万000,1が額金得所計合の間年の者持維計生るた主 ⑥
られたとき

※支給対象者および支給要件等は下記まで問い合わせください。
［お問い合わせ］　独立行政法人　自動車事故対策機構（NASVA）

　　　大阪主管支所　TEL 06ｰ6942ｰ2804　FAX 06ｰ6942ｰ2807

12 NASVA介護料支給
自動車による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」に重度の後遺障害が
残り、日常生活において常時または随時の介護が必要な方に介護料を支給しています。

対象者　 ①自賠責保険等において後遺障害等級が認定されている方
　自賠法施行令の後遺障害等級（平成14年4月1日以降の事故の場合）
　別表第１（第1級1号または2号、第2級1号または2号）

いてけ受を定認の級等害障遺後るよに等険保責賠自りよに等故事損自 ②
ない方（後遺障害認定通知書を紛失された方を含む）であって、次の要
件を満たす方
１. 自賠責保険等の後遺障害等級と同程度の障害を受けたと認められる方
２. 事故後18か月以上が経過し症状が固定したと認められる方

対象費用　①訪問看護等在宅介護サービス
②介護用品の購入等（修理も含む）
③消耗品の購入

支給制限　支給対象者が次のいずれかに該当する場合は支給できません。
①自動車事故対策機構が設置した療護施設に入院したとき

に設施たしと的目をとこるす容収を者つ持を害障の度重きづ基に令法 ②
入所したとき

③病院または診療所に入院したとき（ただし、家族による介護の事実があ
る場合を除きます）

④労働者災害補償保険法など他法令の規定による介護補償給付または介
護給付を受けたとき

⑤介護保険法の規定による介護給付または予防給付を受けたとき
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1 自動車改造費の助成
対象者 運つか、し有所がら自を車動自るす造改、で人るす持所を帳手者害障体身

転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある人

内　容 に度限を円000,001に合場るすを造改の等置装動駆びよお向操の車動自
助成されます。ただし、5年以内に助成を受けられた人は該当しません。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳　　　2. 条件付免許証
3. 業者の見積書　　　　4. 車検証

※所得制限があります。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

2 自動車運転免許取得助成
対象者 人るす有所を帳手者害障体身

内　容 、てし得取を許免車動自通普、し了終を習教ていおに所習教車動自定指
３か月以内の人に100,000円を限度に助成します。

◆申請手続きに必要なもの◆
1. 身体障害者手帳
2. 条件付免許証
3. 免許証の取得に要した費用を証明する書類（領収書）

※所得制限があります。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

自動車10
3 駐車禁止除外指定車標章の交付

願おを用使な正適てし守遵を項事意注の載記に面裏の章標、は際るす用使を章標 ※
いします。

別級の害障分区の害障

視覚障害（視力障害・視野障害） 1級から3級までの各級および4級の1

聴覚障害 2級および3級

平衡機能障害 3級

上肢不自由 1級、2級の1および2級の2

下肢不自由 1級から4級までの各級

体幹不自由 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級および2級（－上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

移動機能 1級から4級までの各級

心臓機能障害 1級および3級

じん臓機能障害 1級および3級

呼吸器機能障害 1級および3級

ぼうこう又は直腸の機能障害 1級および3級

小腸機能障害 1級および3級

(ヒト免疫不全ウィルスによる)免疫機
能障害 1級から3級までの各級

肝臓機能障害 1級から3級までの各級

度程の害障分区の害障

知的障害者 「療育手帳」を交付されている人で判定が「A」のもの

精神障害者 1級

色素性乾皮症患者 等級なし

戦傷病者 等級の基準なし※

身体障害者手帳等の交付を受けている歩行困難者等が使用中の車両については、申
請により「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受ければ、公安委員会が道路標識等に
より駐車を禁止した場所（高齢運転者等専用駐車区間を含む。）またはパーキング・
メーターおよびパーキング・チケット発給設備の設置場所（時間制限駐車区間につ
いては、指定された駐車枠（白線）内に指定された方法により駐車する以外は、除外
の対象になりません。）の駐車禁止規制の対象から除外されます。

※戦傷病者については、障害区分のうち「音声機能、言語機能又はそしゃく機能」、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害」および「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」は対象となりません。
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3 駐車禁止除外指定車標章の交付

願おを用使な正適てし守遵を項事意注の載記に面裏の章標、は際るす用使を章標 ※
いします。

別級の害障分区の害障

視覚障害（視力障害・視野障害） 1級から3級までの各級および4級の1

聴覚障害 2級および3級

平衡機能障害 3級

上肢不自由 1級、2級の1および2級の2

下肢不自由 1級から4級までの各級

体幹不自由 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級および2級（－上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

移動機能 1級から4級までの各級

心臓機能障害 1級および3級

じん臓機能障害 1級および3級

呼吸器機能障害 1級および3級

ぼうこう又は直腸の機能障害 1級および3級

小腸機能障害 1級および3級

(ヒト免疫不全ウィルスによる)免疫機
能障害 1級から3級までの各級

肝臓機能障害 1級から3級までの各級

度程の害障分区の害障

知的障害者 「療育手帳」を交付されている人で判定が「A」のもの

精神障害者 1級

色素性乾皮症患者 等級なし

戦傷病者 等級の基準なし※

身体障害者手帳等の交付を受けている歩行困難者等が使用中の車両については、申
請により「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受ければ、公安委員会が道路標識等に
より駐車を禁止した場所（高齢運転者等専用駐車区間を含む。）またはパーキング・
メーターおよびパーキング・チケット発給設備の設置場所（時間制限駐車区間につ
いては、指定された駐車枠（白線）内に指定された方法により駐車する以外は、除外
の対象になりません。）の駐車禁止規制の対象から除外されます。

※戦傷病者については、障害区分のうち「音声機能、言語機能又はそしゃく機能」、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害」および「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」は対象となりません。
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◆申請手続きに必要なもの◆
1. 歩行困難者等本人が申請される場合

・駐車禁止除外指定車標章交付申請書（歩行困難者等用）
（申請書は大阪府警察のホームページからダウンロードで
きます。）

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳等

合場るれさ請申が人理代 .2
・駐車禁止除外指定者標章交付申請書（歩行困難者等用）
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳等
・歩行困難者等用本人の住民票の写し（３か月以内に交付さ

れた個人番号の記載がないもの。）
・歩行困難者等本人との関係を疎明する書面
・その他審査に必要な資料の提示を求めることがあります。

［窓　口］ 四條畷警察署交通規制係
 TEL 072ｰ875ｰ1234（内線421）　FAX 072ｰ872ｰ3509
 大阪府警察本部交通部交通規制課
 TEL 06ｰ6943ｰ1234

4 大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度
障害者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設
や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用
証を交付する制度です。

申請方法 申請書は障害福祉課にあります。（※下記の大阪府ホームページからもダ
ウンロードできます）
必要事項を記入し、必要な書類と返信用の１４０円切手を同封の上、下記
の交付申請窓口まで郵送してください。必要な書類については、対象者の
申請に必要な書類欄をご確認ください。

対象者
区 　 分 交 付 要 件 申請に必要な書類な書類 有効期間

身
体
障
害
者

視覚障害 ４級以上

身体障害者手帳 ５年間

聴覚障害 ３級以上

平衡機能障害 ５級以上

肢
体
不
自
由

上肢 ２級以上

下肢 ６級以上

体幹 ５級以上

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上肢機能 ２級以上

移動機能 ６級以上

心臓機能障害 ４級以上

じん臓機能障害 ４級以上

呼吸器機能障害 ４級以上

ぼうこう又は直腸の機能障害 ４級以上

小腸機能障害 ４級以上

ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能障害 ４級以上

肝臓機能障害 ４級以上

知的障害者 療育手帳の障害の程
度欄 が「Ａ」の者

療育手帳 ５年間

精神障害者
精神障害者保健福祉
手帳の障害区分が「１
級」であること

精神障害者保健福祉手
帳

５年間

難病患者

障害者総合支援法の
対象となる疾病に罹
患している者（特定
医療費（指定難病）受
給者等）

特定医療費（指定難病）
受給者証、医師の診断書
等、疾病名を確認できる
もの

５年間

高齢者 要介護状態区分が「要
介護１～５」の者

介護保険被保険者証 ５年間

妊産婦 妊娠７か月～産後３
か月

母子健康手帳 身分証明
書

妊 娠 ７ か
月 ～ 産 後
３か月
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対象者
区 　 分 交 付 要 件 申請に必要な書類な書類 有効期間

身
体
障
害
者

視覚障害 ４級以上

身体障害者手帳 ５年間

聴覚障害 ３級以上

平衡機能障害 ５級以上

肢
体
不
自
由

上肢 ２級以上

下肢 ６級以上

体幹 ５級以上

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上肢機能 ２級以上

移動機能 ６級以上

心臓機能障害 ４級以上

じん臓機能障害 ４級以上

呼吸器機能障害 ４級以上

ぼうこう又は直腸の機能障害 ４級以上

小腸機能障害 ４級以上

ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能障害 ４級以上

肝臓機能障害 ４級以上

知的障害者 療育手帳の障害の程
度欄 が「Ａ」の者

療育手帳 ５年間

精神障害者
精神障害者保健福祉
手帳の障害区分が「１
級」であること

精神障害者保健福祉手
帳

５年間

難病患者

障害者総合支援法の
対象となる疾病に罹
患している者（特定
医療費（指定難病）受
給者等）

特定医療費（指定難病）
受給者証、医師の診断書
等、疾病名を確認できる
もの

５年間

高齢者 要介護状態区分が「要
介護１～５」の者

介護保険被保険者証 ５年間

妊産婦 妊娠７か月～産後３
か月

母子健康手帳 身分証明
書

妊 娠 ７ か
月 ～ 産 後
３か月
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区 　 分 交 付 要 件 申請に必要な書類な書類 有効期間

けが人
けが等により一時的
に移動の配慮が必要
な者

医師の診断書・意見書
等および身分証明書

車いすの常時使用等を
必要とする者にあって
は、その旨を証明する書
類

車いす、杖
等 の 使 用
期間

（ １ 年 以
内）

その他

上記以外の歩行困難
者で、医師の診断書
等で駐車場の利用に
配慮が必要と認めら
れる者

必要と認
める期間

（原則１年
以内）

［お問い合わせ・交付申請窓口・送付先］ 
大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課

 〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目
 TEL 06-6944-2362　FAX 06-6942-7215
 大阪府ホームページ（大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度）
 http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/riyousyouseido/
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身体障害者手帳、療育手帳所持者に対する貸付制度には次のようなものがあります
が、貸付額など詳しくはそれぞれの窓口にお問い合わせください。

1 大阪府生活福祉資金
低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要
な相談支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進を図り、安定
した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

対象者 外は人国外。）とこるす致一が票民住と地住居（るいてれさ住居に内府①
国人登録があり、現在地に６か月以上居住し、永住する方。

、しだた。帯世の準水得所の内以倍8.1の準基護保活生（帯世得所低②
住宅の補修等の経費借入の場合は2.5 倍以内）

」帳手祉福健保者害障神精「」帳手育療「」帳手者害障体身「（帯世者害障③
の交付を受けた方の属する世帯で、所得水準は生活保護基準の1.8倍以
内の世帯。ただし、障害者用自動車購入の経費借入の場合は3.0倍以内）

の者齢高の上以歳56るす要を護介はたま養療で活生常日（帯世者齢高④
属する世帯で、所得水準は生活保護基準の2.5倍以内の世帯。なお、65
歳以上の方が申し込まれる場合は、65歳未満で収入基準を満たしてい
る連帯保証人が必要です）

内　容 　①福祉資金………福祉費（13種類があります）
 ②教育支援資金…教育支援費（修学するために必要な経費）

就学支度費（入学に必要な経費）
困が用利の度制他、でのすまれさ先優が用活の度制他、法他、は付貸本※

難な世帯が対象となります。また、「借金返済等に充てる」ための貸付は
行いません。

※その他、借入条件等があります。

2 大阪府生活福祉資金（総合支援資金）
失業や減収により生計の維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を
必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に対する貸付制度です。

貸　付11

［お問い合わせ］大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828 
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対象者 に法援支立自者窮困活生てしと則原（。すで帯世るす当該にてべすの下以
基づく支援を受けること）
①生計中心者の失業や減収により、生計の維持が困難となった世帯。

に事仕、りあに態状な能可がとこるす）収増はたま（労就が者心中計生②
就く（または増収に向けた）努力をしていること。

③離職の日から原則として2年を超えていないこと。
給（中給受を付給者職求般一る係に者たっあで者険保被般一の険保用雇④

付制限中も含む）でないこと。
⑤生計中心者が原則として20歳以上65歳未満であること。

貸付条件  ①生活支援費
　貸付金額　　月額20万円以内（単身世帯は15万円以内）
　貸付期間　　３か月以内
　据置期間　　貸付期間終了後、６か月以内（減収の場合は３か以内）

で済完にでま歳07、しだた。内以年01、後過経間期置据間期還償
きること

　連帯保証人　連帯保証人あり　無利子
　　　　　　　連帯保証人なし　年利1.5%
　※その他、借入条件等があります。

［お問い合わせ］大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828

3 大阪府生活福祉資金（不動産担保型生活資金）
住み慣れたわが家で老後を送れるように、あなたが所有している現在お住みの土
地・建物を担保として、生活資金の貸付を行う制度です。

対象者 の居同（有所で独単が者込申入借し住居上以年5に産動不るなと保担①
配偶者との共有を含む）していること。

　※マンションは対象になりません
す定指の会議協祉福会社府阪大は価評の地土（上以円万000,1ね概※

る不動産鑑定士が行います）
②将来にわたりその住居に住み続けることを希望していること。
③不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
④配偶者または親以外の同居人がいないこと。
⑤世帯の構成員が原則65歳以上であること。

　　　　　　　　くらしサポート大東　　TEL 072ｰ870ｰ9664

⑥借入世帯が市町村民税非課税か均等割課税の低所得者であること。

内　容　貸付限度額　居住用不動産のうち土地の評価額の70％を上限
貸付月額　　１か月あたり30万円以内で個別に設定

期のでまるす達に額度限付貸が）子利＋金付貸（金利元付貸 　　間期付貸
間または、貸付契約の終了時（借受人の死亡時）までの期間

償還期限　　貸付契約の終了後据置期間（3月以内）経過後、一括償還
貸付利率　　年3％または銀行長期最優遇貸出金利のいずれか低い利率

人選人1てしと人証保帯連らか中の人続相定推 　　置措全保の還償
居住する不動産に根抵当権などを設定

※その他、借入条件等があります。

4 生活福祉資金（緊急小口資金）
傷病、賃金の未払い・遅配等を原因として一時的に著しい生活困窮に陥ったとき、
その世帯に対し生活の改善・自立のために必要な資金をお貸しします。

対象者 住永別特が格資留在は人国外（帳台本基民住、でいま住おに内府阪大 ① 　
者・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者に限る）に
記載され、現住所と住民票の住所が同じ世帯

②償還の見込みがある世帯
③原則として生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける世帯
詳細についてはお問い合わせください。

内　容 額要必の内以円万01　額度限付貸 　
 ※その他、借入条件等があります。

［お問い合わせ］くらしサポート大東　　TEL 072ｰ870ｰ9664
　　　　　　　　大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828

［お問い合わせ］大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828
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⑥借入世帯が市町村民税非課税か均等割課税の低所得者であること。

内　容　貸付限度額　居住用不動産のうち土地の評価額の70％を上限
貸付月額　　１か月あたり30万円以内で個別に設定

期のでまるす達に額度限付貸が）子利＋金付貸（金利元付貸 　　間期付貸
間または、貸付契約の終了時（借受人の死亡時）までの期間

償還期限　　貸付契約の終了後据置期間（3月以内）経過後、一括償還
貸付利率　　年3％または銀行長期最優遇貸出金利のいずれか低い利率

人選人1てしと人証保帯連らか中の人続相定推 　　置措全保の還償
居住する不動産に根抵当権などを設定

※その他、借入条件等があります。

4 生活福祉資金（緊急小口資金）
傷病、賃金の未払い・遅配等を原因として一時的に著しい生活困窮に陥ったとき、
その世帯に対し生活の改善・自立のために必要な資金をお貸しします。

対象者 住永別特が格資留在は人国外（帳台本基民住、でいま住おに内府阪大 ① 　
者・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者に限る）に
記載され、現住所と住民票の住所が同じ世帯

②償還の見込みがある世帯
③原則として生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける世帯
詳細についてはお問い合わせください。

内　容 額要必の内以円万01　額度限付貸 　
 ※その他、借入条件等があります。

［お問い合わせ］くらしサポート大東　　TEL 072ｰ870ｰ9664
　　　　　　　　大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828

［お問い合わせ］大東市社会福祉協議会　TEL 072ｰ874ｰ1082　FAX 072ｰ874ｰ1828
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1 府営住宅

申込書は、募集期間中に市民情報コーナー、建築課の窓口で配付しています。
詳しくは、下記にお問い合わせください。

対　象　 ● 朋東大・宅住野村（宅住営府の内市野交・市畷條四・市東大・市方枚 
来住宅およびペア大東朋来住宅を除く）

　大阪府営住宅枚方管理センター（近鉄住宅管理（株））
　TEL 072ｰ861ｰ1091
 ●村野住宅
　大阪府営住宅村野管理センター（日本管財（株））
　TEL 072ｰ807ｰ6755
 ●大東朋来住宅およびペア大東朋来住宅
　大阪府営住宅大東朋来管理センター（日本管財(株)）
　TEL 072ｰ800ｰ6141
●守口市・寝屋川市・門真市内の府営住宅
　大阪府営住宅寝屋川管理センター（日本管財（株））
　TEL 072ｰ812ｰ2860
 ● どなえ替建（管移に市阪大に月８年72成平※　　宅住営府の内市阪大 

の事業中住宅を除く）
　藤井寺管理センター（日本管財（株））
　TEL 072ｰ930ｰ1093
 ●東大阪市内の府営住宅（大東朋来住宅を除く）
　大阪府営住宅布施管理者センター（近鉄住宅管理（株））
　TEL 06ｰ6789ｰ0321

住　宅12
総合募集の申込書配布期間および申込受付期間について、開始日は４月、６月、８月、
10月、12月、２月の１日（１日が休日の場合は第１営業日）、終了日は同月の15 
日（15日が休日の場合は翌営業日）となります。

2 市営住宅（移管市営住宅）

対　象

募集は、年２回（７月、12月）行います。
申込書は、募集期間中に市民情報コーナー、建築課の窓口で配付しています。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
※募集時期は、変更される場合があります。

●大東深野住宅、大東南郷住宅、大東寺川住宅、大東北新町住宅
　大東市営住宅管理センター（近鉄住宅管理㈱）
　TEL 072-812-6710　　FAX 072-812-6711

3 市営住宅（移管市営住宅以外）

対　象

募集は、年１回（８月）行います。
申込書は、募集期間中に市民情報コーナー、建築課の窓口で配付しています。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
※募集時期は、変更される場合があります。

●嵯峨園第３住宅、嵯峨園第５住宅、楠公園住宅、飯盛園第１住宅、深
野野崎園住宅、野崎松野園住宅、深野園住宅、南郷住宅

　都市整備室　建築課　TEL 072-870-0480　　FAX 072-871-7926

［窓　口］

［窓　口］
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2 市営住宅（移管市営住宅）

対　象

募集は、年２回（７月、12月）行います。
申込書は、募集期間中に市民情報コーナー、建築課の窓口で配付しています。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
※募集時期は、変更される場合があります。

●大東深野住宅、大東南郷住宅、大東寺川住宅、大東北新町住宅
　大東市営住宅管理センター（近鉄住宅管理㈱）
　TEL 072-812-6710　　FAX 072-812-6711

3 市営住宅（移管市営住宅以外）

対　象

募集は、年１回（８月）行います。
申込書は、募集期間中に市民情報コーナー、建築課の窓口で配付しています。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
※募集時期は、変更される場合があります。

●嵯峨園第３住宅、嵯峨園第５住宅、楠公園住宅、飯盛園第１住宅、深
野野崎園住宅、野崎松野園住宅、深野園住宅、南郷住宅

　都市整備室　建築課　TEL 072-870-0480　　FAX 072-871-7926

［窓　口］

［窓　口］
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事業内容  住宅改造の必要性が認められ、次の箇所に手すりの取り付け、段差の解消
等のバリアフリー改造を行う場合に、上限80万円を助成します。ただし、
介護保険制度の住宅改修、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付
の利用が優先されます。
①浴室②便所③玄関④廊下⑤階段⑥台所⑦居室⑧洗面所⑨その他

その他 　本事業の対象とならない世帯の方でも、身体状況に合わせた住宅改造、福
祉用具の活用方法などについてのアドバイスを行っております。

※1. 改造工事着工後の申請は対象になりません。
※2. 予算の範囲内での実施であり助成できない場合もあります。（先着
順ではありません）
※3. 決定後に改造内容を変更すると助成できない場合もあります。
※4. 新築・老朽に伴う工事は対象になりません。

4 住宅改造助成事業
対象者 　下記のいずれかに該当する世帯で、生計中心者（税額が最も高い方）の前

年度所得税が7万円以下の世帯。（課税額によって自己負担があります。）
①身体障害者手帳1級または2級、体幹・下肢機能障害3級に該当する人（児）
②療育手帳Ａに該当する人（児）

［窓　口］ 高齢介護室高齢支援グループ　TEL 072ｰ870ｰ9065　FAX 072ｰ872ｰ8080

１ 視覚障害者リハビリテーション
①視覚障害者相談事業

視覚障害のある人やその家族などからの電話や来館による相談事業を行ってい
ます。

②視覚障害者訪問指導事業
ご本人の希望により「点字の読み書き」「白い杖を使っての単独歩行」「家事などの
日常生活上の工夫」「音声ソフトによるパソコン操作」についての指導を家庭へ訪
問して行います。費用は無料です。

③視覚障害乳幼児療育指導事業
就学前の視覚障害乳幼児の育児相談、療育指導（希望教室）を行っています。

［窓　口］  （一財）大阪府視覚障害者福祉協会
 TEL 06ｰ6748ｰ0615　FAX 06ｰ6748ｰ0616

（一財）大阪府視覚障害者福祉協会では次のような事業も行っています。
•視覚障害者用具の販売斡旋
•点字印刷事業
•点字図書館事業（点字図書・声の図書貸出し）

2 声の広報・点字広報
視覚障害者（希望者）に、毎月の広報誌を録音・点字化し、無料で郵送しています。

「声の広報」はホームページからダウンロードすることができます。「点字広報」は、
市役所１階市民情報コーナーや市内の市立図書館、社会福祉協議会でも閲覧できま
す。

［窓　口］ 秘書広報課広報広聴グループ　TEL 072ｰ870ｰ0403　FAX 072ｰ872ｰ2291

3 郵送による不在者投票
投票所に行くことが困難な方は、自宅等で郵便による投票ができる制度がありま
す。
この制度を利用する場合は、市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必
要です。証明書の交付を受けるには一定の条件がありますので、詳しくは下記連絡
先にお問い合わせください。

［お問い合わせ］選挙管理委員会事務局　TEL 072ｰ870ｰ0764 　FAX 072ｰ870ｰ9264

その他13

66 大東市暮らしの情報

12
住
　
宅



１ 視覚障害者リハビリテーション
①視覚障害者相談事業

視覚障害のある人やその家族などからの電話や来館による相談事業を行ってい
ます。

②視覚障害者訪問指導事業
ご本人の希望により「点字の読み書き」「白い杖を使っての単独歩行」「家事などの
日常生活上の工夫」「音声ソフトによるパソコン操作」についての指導を家庭へ訪
問して行います。費用は無料です。

③視覚障害乳幼児療育指導事業
就学前の視覚障害乳幼児の育児相談、療育指導（希望教室）を行っています。

［窓　口］  （一財）大阪府視覚障害者福祉協会
 TEL 06ｰ6748ｰ0615　FAX 06ｰ6748ｰ0616

（一財）大阪府視覚障害者福祉協会では次のような事業も行っています。
•視覚障害者用具の販売斡旋
•点字印刷事業
•点字図書館事業（点字図書・声の図書貸出し）

2 声の広報・点字広報
視覚障害者（希望者）に、毎月の広報誌を録音・点字化し、無料で郵送しています。

「声の広報」はホームページからダウンロードすることができます。「点字広報」は、
市役所１階市民情報コーナーや市内の市立図書館、社会福祉協議会でも閲覧できま
す。

［窓　口］ 秘書広報課広報広聴グループ　TEL 072ｰ870ｰ0403　FAX 072ｰ872ｰ2291

3 郵送による不在者投票
投票所に行くことが困難な方は、自宅等で郵便による投票ができる制度がありま
す。
この制度を利用する場合は、市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必
要です。証明書の交付を受けるには一定の条件がありますので、詳しくは下記連絡
先にお問い合わせください。

［お問い合わせ］選挙管理委員会事務局　TEL 072ｰ870ｰ0764 　FAX 072ｰ870ｰ9264

その他13
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4 ニュー福祉定期貯金
対象者 　次の年金・手当などを受給している人。

①障害基礎年金②障害厚生年金③児童扶養手当④特別児童扶養手当
が等金年るなと象対もに他。どな　当手者害障別特⑥当手祉福児害障 ⑤

ありますので下記の窓口でお問い合せください。
※１人あたり300万円までの上限があります。

◆申請手続きに必要なもの◆

5 マル優制度の適用
障害者手帳所持者が預貯金する場合、利子等が非課税になります。詳しくは各取引
金融機関でお問い合せください。

［窓　口］ 各取引金融機関

6 介護保険
対象者 歳04、と）。すまいいと」者険保被号1第「（人の上以歳56は険保護介 ①　

から64歳までの医療保険加入者（「第2号被保険者」といいます。）が加
入します。

要らか村町市で人の態状の次、はのるきで用利がスビーサの険保護介 ②
介護または要支援と認定された人です。

•第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで日常生活に常に介護が必要
な人や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人。

•第2号被保険者で、老化が原因とされる病気（特定疾病）で介護や支援
が必要になった人。

1. 印鑑
2. 本人確認書類
3. お持ちの貯金通帳
4. 年金証書等のニュー福祉定期貯金の対象者であること

が確認できる書類
（国民年金証書・厚生年金保険年金証書・児童扶養手当
証書・特別児童扶養手当証書・障害児福祉手当受給者
証明書・特別障害者手当受給者証明書　など）

［窓　口］ 郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行

◆特定疾病の種類◆
1. 筋萎縮性側索硬化症　　　　2. 後縦靭帯骨化症
3. 骨折を伴う骨粗しょう症　　4. 多系統萎縮症
5. 初老期における認知症　　　6. 脊髄小脳変性症
7. 脊柱管狭窄症　　　　　　　8. 早老症
9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
10. 脳血管疾患
11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
12. 閉塞性動脈硬化症　　　　13. 関節リウマチ
14. 慢性閉塞性肺疾患
15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16. がん末期

サービスの種類
介護保険のサービスには、「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」
があります。
　【在宅サービス】

①訪問介護（ホームヘルプサービス） ②訪問入浴介護③訪問看護
④訪問リハビリテーション⑤居宅療養管理指導⑥通所介護（デイサービス）
⑦通所リハビリテーション（デイケア）⑧短期入所生活介護（ショートステイ）
⑨短期入所療養介護（医療型ショートステイ） ⑩特定施設入居者生活介護
⑪福祉用具貸与⑫特定福祉用具の販売⑬住宅改修費

　【施設サービス】
①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ②介護老人保健施設（老人保健施設）
③介護療養型医療施設（療養病床等）（※平成30年４月より６年間の経過措置

期間あり）
④介護医療院
※要支援と認定された人は施設サービスの利用は出来ません。
※①は原則として要介護３以上の人です。

　【地域密着型サービス】
①小規模多機能型居宅介護
②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（29人以下の特別養護老人ホーム）
③定期巡回・随時対応型訪問介護看護
④看護小規模多機能型居宅介護
⑤認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
⑥認知症対応型通所介護
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◆特定疾病の種類◆
1. 筋萎縮性側索硬化症　　　　2. 後縦靭帯骨化症
3. 骨折を伴う骨粗しょう症　　4. 多系統萎縮症
5. 初老期における認知症　　　6. 脊髄小脳変性症
7. 脊柱管狭窄症　　　　　　　8. 早老症
9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
10. 脳血管疾患
11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
12. 閉塞性動脈硬化症　　　　13. 関節リウマチ
14. 慢性閉塞性肺疾患
15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16. がん末期

サービスの種類
介護保険のサービスには、「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」
があります。
　【在宅サービス】

①訪問介護（ホームヘルプサービス） ②訪問入浴介護③訪問看護
④訪問リハビリテーション⑤居宅療養管理指導⑥通所介護（デイサービス）
⑦通所リハビリテーション（デイケア）⑧短期入所生活介護（ショートステイ）
⑨短期入所療養介護（医療型ショートステイ） ⑩特定施設入居者生活介護
⑪福祉用具貸与⑫特定福祉用具の販売⑬住宅改修費

　【施設サービス】
①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ②介護老人保健施設（老人保健施設）
③介護療養型医療施設（療養病床等）（※平成30年４月より６年間の経過措置

期間あり）
④介護医療院
※要支援と認定された人は施設サービスの利用は出来ません。
※①は原則として要介護３以上の人です。

　【地域密着型サービス】
①小規模多機能型居宅介護
②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（29人以下の特別養護老人ホーム）
③定期巡回・随時対応型訪問介護看護
④看護小規模多機能型居宅介護
⑤認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
⑥認知症対応型通所介護
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⑦地域密着型特定施設入居生活介護
⑧地域密着型通所介護
※②は原則として要介護３以上の人です。

［窓　口］ 高齢介護室介護保険グループ　TEL 072ｰ870ｰ9628　FAX 072ｰ872ｰ8080
高齢政策グループ　TEL 072ｰ800ｰ3244

障害者施策との関係
①上記介護保険の対象者について、これまで障害者施策として提供されてきた介

護サービスは介護保険のサービスとして利用することになります。
②ただし、ホームヘルプサービスについて、介護保険のサービスに比べてより濃

厚なサービスが必要と認められる重度の脳性まひ者や全身性障害者、コミュニ
ケーション援助等固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる
聴覚障害者および視覚障害者ならびに知的障害者については、介護保険では対
応できない部分についても障害者施策から必要なサービスが提供されます。

③また、通所介護についても障害者固有のサービス提供が必要と認められる場合
には障害福祉サービスにおける通所が利用できることや、短期入所について身
近に介護保険のサービス事業所がないなど、やむを得ない事情がある場合には
障害者施策のショートステイが利用できます。

④また、車いすや歩行器などの福祉用具についても、医師や更生相談所等により
障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、障害者
総合支援法に基づく補装具として給付されます。

⑤さらに、障害者支援施設等の利用について、更生訓練や就労の場を提供するこ
との必要性が認められる場合には、これらの施設への入所や通所をすることが
できます。

［窓　口］ 障害福祉課　TEL 072ｰ870ｰ9630　FAX 072ｰ873ｰ3838

7 後期高齢者医療制度
下記に該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

対象者 ①75 歳以上の方全て
75 歳以上の方は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず、
後期高齢者医療制度の被保険者となります。

②65 歳から 74 歳の方で、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が
一定の障害があると認めた方

※申請をすることで、後期高齢者医療制度へ加入できます。
　（認定を受けられる障害の程度）
•国民年金法等障害年金：１・２級
•身体障害者手帳：１・２・３級及び４級の一部
•療育手帳：Ａ
•精神障害者保健福祉手帳：１・２級
　一定の障害があることで、後期高齢者医療制度の被保険者になられた
65歳から74歳の方については、障害認定された後も75歳になるまでは、
撤回届の提出により、届出日の翌日以降から撤回することができます。
また、対象となる障害に該当しなくなった場合は、後期高齢者医療制度
の資格喪失の手続きが必要です。

内　容 窓口負担の割合は１割負担（現役並み所得者は３割負担）となります。た
だし、令和４年 10 月からは１割負担の方のうち、一定の所得のある方は
２割負担となります。
保険料は、所得に応じてお支払いいただきます。算定方法が異なるので、
現在加入されている健康保険の保険料と比べ、増減があります。

手続き

※本人または世帯主の方に申請していただきます。
　その他の方が申請される場合は、成年後見人等の方は登記事項証明書

のコピー、それ以外の方は委任状が必要です。詳しくは下記の窓口担
当までお問い合わせください。

◆申請手続きに必要なもの◆
1．障害者手帳
2．現在お持ちの国民健康保険被保険者証（社会保険の場合は

資格喪失証明書）
3．本人以外が申請する場合は申請者の本人確認書類（運転免

許証等）

［窓　口］ 保険年金課後期高齢者医療グループ TEL：072-870-9629 FAX：072-870-9261
［お問い合わせ］ 大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課 TEL : 06-4790-2028

↓
申請手続きをする

被保険者証が発行される（簡易書留で郵送）

70 大東市暮らしの情報

13
そ
の
他



②65 歳から 74 歳の方で、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が
一定の障害があると認めた方

※申請をすることで、後期高齢者医療制度へ加入できます。
　（認定を受けられる障害の程度）
•国民年金法等障害年金：１・２級
•身体障害者手帳：１・２・３級及び４級の一部
•療育手帳：Ａ
•精神障害者保健福祉手帳：１・２級
　一定の障害があることで、後期高齢者医療制度の被保険者になられた
65歳から74歳の方については、障害認定された後も75歳になるまでは、
撤回届の提出により、届出日の翌日以降から撤回することができます。
また、対象となる障害に該当しなくなった場合は、後期高齢者医療制度
の資格喪失の手続きが必要です。

内　容 窓口負担の割合は１割負担（現役並み所得者は３割負担）となります。た
だし、令和４年 10 月からは１割負担の方のうち、一定の所得のある方は
２割負担となります。
保険料は、所得に応じてお支払いいただきます。算定方法が異なるので、
現在加入されている健康保険の保険料と比べ、増減があります。

手続き

※本人または世帯主の方に申請していただきます。
　その他の方が申請される場合は、成年後見人等の方は登記事項証明書

のコピー、それ以外の方は委任状が必要です。詳しくは下記の窓口担
当までお問い合わせください。

◆申請手続きに必要なもの◆
1．障害者手帳
2．現在お持ちの国民健康保険被保険者証（社会保険の場合は

資格喪失証明書）
3．本人以外が申請する場合は申請者の本人確認書類（運転免

許証等）

［窓　口］ 保険年金課後期高齢者医療グループ TEL：072-870-9629 FAX：072-870-9261
［お問い合わせ］ 大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課 TEL : 06-4790-2028

↓
申請手続きをする

被保険者証が発行される（簡易書留で郵送）

71大東市暮らしの情報

13
そ
の
他



グループ名 活動日および場所 活動時間 主な活動内容

ボ ラ ン テ ィ ア
「さんごじゅの会」

②毎週金曜日
総合福祉センター

PM１：30～３：30
①ひとり暮らし高齢者のお宅に、自

宅の電話で声の訪問
②ボランティアサロンの開催

ボ ラ ン テ ィ ア
「 縫 　 心 　 会 」

毎月第1 ～ 4火曜日
毎月第2・4木曜日
総合福祉センター

AM10：00～PM３：00
寄付で頂いた着物や衣類のリメイ
ク、布切れなどで高齢者のソックス
やベストなどを縫製しています

手 話 サ ー ク ル
「 虹 」

（昼の部）

（夜の部）
毎週金曜日

総合福祉センター

PM１：30～３：30
PM７：00～８：45

手話通訳、聴覚障害者との交流など

点 訳 ボ ラ ン テ ィ ア
「 た ん ぽ ぽ 」

毎月第1・2・4水曜日
総合福祉センター

PM１：30～４：00
視覚障害者の要望に応じた点訳

「たんぽぽ通信」による身近な情報
提供

音 訳 ボ ラ ン テ ィ ア
「 と も し び 」

毎週木曜日
総合福祉センター

市の広報、図書、生活情報をテープ
やCDに音訳し、希望者宅へ届ける

ボ ラ ン テ ィ ア
「 エ ン ゼ ル Q 」

隔月第1土曜日
総合福祉センター

PM１：00～３：30
①インストラクターによる救急法・

AED学習
②出前AED学習会

リ ハ ビ リ 介 護
ボ ラ ン テ ィ ア
「 な 　 か 　 ま 」

①毎週月～金曜日
総合福祉センター
②第１木曜日　　

①AM９：00～11：30
②PM１：00～2：30 

①障害者のリハビリ訓練の補助と交流。
②通所者の誕生会、グラウンドゴル

フ、言語研究会等の行事サポート

在宅介護ボランティア
「 ほ 　 っ 　 と 」

随時派遣 依頼日時

話し相手、外出介助、障害者・高齢
者の文化教室（華道・茶道書道・コー
ラス・グラウンドゴルフ）等

「地域交流会」を開催

難病介護ボランティア
「 ふ れ あ い 」

毎月第1・3月曜日
総合福祉センター

神経筋難病者と家との交流ふれあい
リハビリと癒しのひとときを提供

送迎介護ボランティア
「 よ り そ い 」

随時派遣
定例会第2火曜日
総合福祉センター

依頼日時
（定例会）

AM10：00～正午

定例会 毎月第３土曜日
AM10：00～正午

学習室への指導日　週１回

身体障害者・高齢者の通院通所の付
き添い介助
車いすや車による外出サポート

日本語ボランティア
「 パ ス テ ル 」

学習者と希望日を
相談
総合福祉センター

市内在住外国人に日本語・日本の生
活習慣など、希望通りマンツーマン
で教える

パソコンボランティア
「 パ 　 ソ 　 救 」

①毎月第2土曜日
総合福祉センター
②毎月第4日曜日

まなび北新

PM2：00～4：00

①パソコンの解らない箇所や疑問な
ど、マンツーマンで指導

②毎月テーマを決めて、参加者のレ
ベルアップを目指し、勉強会を開
いています

大東市ボランティアセンター登録団体一覧表

毎月第２・４火曜日

AM10：00～PM３：00

PM１：00～３：30

グループ名 活動日および場所 活動時間 主な活動内容

要約筆記ボランティア
「 ダ 　 ン 　 ボ 」

第4土曜日
総合福祉センター

依頼日時
（定例会）
AM10：00～正午

中途失聴者・難聴者と交流しつつ技
術の向上を図る

シルバーアドバイザー
（SA） 大 東 の 会

随時派遣
定例会第2月曜日
総合福祉センター

依頼日時
（定例会）

AM10：00～PM３：00

伝承の手作り玩具、折り紙などで福
祉施設、放課後の児童クラブで指導

ト パ ー ズ
平日月2回
（不定期）

総合福祉センター

依頼日時
PM１：00～４：00

童謡、懐メロなどをギターで演奏
一緒に歌って楽しんで頂くことが目
標

パソコン・ドクター 随時派遣 依頼日時
パソコン故障相談（訪問可）
・買い替えに伴うデータ移行処理
・ネットワーク環境の構築など

ジャグリングサークル
『 大 　 東 　 芸 』

練習日
毎週火曜日

PM７：00～８：45 ジャグリングの出前訪問

大 東 傾 聴 の 会
え が お

施設
定例会第３月曜日

（定例会）
PM２：00～５：00

施設訪問やイベントでの傾聴ボラン
ティアおよび支援活動

大 東 ハ ー モ ニ カ
ア ン サ ン ブ ル

月２回
総合福祉センター等

依頼日時
クロマチックハーモニカ演奏
出前訪問

音 楽 集 団
「 懐 メ ロ ネ オ ン 」

随時派遣 依頼日時
施設や地域の催しで懐メロ演奏等の
慰問活動

和 楽 部 の 会 随時派遣 依頼日時
河内音頭、三味線、和太鼓民謡など
イベントや施設等出前訪問
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グループ名 活動日および場所 活動時間 主な活動内容

ボ ラ ン テ ィ ア
「さんごじゅの会」

②毎週金曜日
総合福祉センター

PM１：30～３：30
①ひとり暮らし高齢者のお宅に、自

宅の電話で声の訪問
②ボランティアサロンの開催

ボ ラ ン テ ィ ア
「 縫 　 心 　 会 」

毎月第1 ～ 4火曜日
毎月第2・4木曜日
総合福祉センター

AM10：00～PM３：00
寄付で頂いた着物や衣類のリメイ
ク、布切れなどで高齢者のソックス
やベストなどを縫製しています

手 話 サ ー ク ル
「 虹 」

（昼の部）

（夜の部）
毎週金曜日

総合福祉センター

PM１：30～３：30
PM７：00～８：45

手話通訳、聴覚障害者との交流など

点 訳 ボ ラ ン テ ィ ア
「 た ん ぽ ぽ 」

毎月第1・2・4水曜日
総合福祉センター

PM１：30～４：00
視覚障害者の要望に応じた点訳

「たんぽぽ通信」による身近な情報
提供

音 訳 ボ ラ ン テ ィ ア
「 と も し び 」

毎週木曜日
総合福祉センター

市の広報、図書、生活情報をテープ
やCDに音訳し、希望者宅へ届ける

ボ ラ ン テ ィ ア
「 エ ン ゼ ル Q 」

隔月第1土曜日
総合福祉センター

PM１：00～３：30
①インストラクターによる救急法・

AED学習
②出前AED学習会

リ ハ ビ リ 介 護
ボ ラ ン テ ィ ア
「 な 　 か 　 ま 」

①毎週月～金曜日
総合福祉センター
②第１木曜日　　

①AM９：00～11：30
②PM１：00～2：30 

①障害者のリハビリ訓練の補助と交流。
②通所者の誕生会、グラウンドゴル

フ、言語研究会等の行事サポート

在宅介護ボランティア
「 ほ 　 っ 　 と 」

随時派遣 依頼日時

話し相手、外出介助、障害者・高齢
者の文化教室（華道・茶道書道・コー
ラス・グラウンドゴルフ）等

「地域交流会」を開催

難病介護ボランティア
「 ふ れ あ い 」

毎月第1・3月曜日
総合福祉センター

神経筋難病者と家との交流ふれあい
リハビリと癒しのひとときを提供

送迎介護ボランティア
「 よ り そ い 」

随時派遣
定例会第2火曜日
総合福祉センター

依頼日時
（定例会）

AM10：00～正午

定例会 毎月第３土曜日
AM10：00～正午

学習室への指導日　週１回

身体障害者・高齢者の通院通所の付
き添い介助
車いすや車による外出サポート

日本語ボランティア
「 パ ス テ ル 」

学習者と希望日を
相談
総合福祉センター

市内在住外国人に日本語・日本の生
活習慣など、希望通りマンツーマン
で教える

パソコンボランティア
「 パ 　 ソ 　 救 」

①毎月第2土曜日
総合福祉センター
②毎月第4日曜日

まなび北新

PM2：00～4：00

①パソコンの解らない箇所や疑問な
ど、マンツーマンで指導

②毎月テーマを決めて、参加者のレ
ベルアップを目指し、勉強会を開
いています

大東市ボランティアセンター登録団体一覧表

毎月第２・４火曜日

AM10：00～PM３：00

PM１：00～３：30

グループ名 活動日および場所 活動時間 主な活動内容

要約筆記ボランティア
「 ダ 　 ン 　 ボ 」

第4土曜日
総合福祉センター

依頼日時
（定例会）
AM10：00～正午

中途失聴者・難聴者と交流しつつ技
術の向上を図る

シルバーアドバイザー
（SA） 大 東 の 会

随時派遣
定例会第2月曜日
総合福祉センター

依頼日時
（定例会）

AM10：00～PM３：00

伝承の手作り玩具、折り紙などで福
祉施設、放課後の児童クラブで指導

ト パ ー ズ
平日月2回
（不定期）

総合福祉センター

依頼日時
PM１：00～４：00

童謡、懐メロなどをギターで演奏
一緒に歌って楽しんで頂くことが目
標

パソコン・ドクター 随時派遣 依頼日時
パソコン故障相談（訪問可）
・買い替えに伴うデータ移行処理
・ネットワーク環境の構築など

ジャグリングサークル
『 大 　 東 　 芸 』

練習日
毎週火曜日

PM７：00～８：45 ジャグリングの出前訪問

大 東 傾 聴 の 会
え が お

施設
定例会第３月曜日

（定例会）
PM２：00～５：00

施設訪問やイベントでの傾聴ボラン
ティアおよび支援活動

大 東 ハ ー モ ニ カ
ア ン サ ン ブ ル

月２回
総合福祉センター等

依頼日時
クロマチックハーモニカ演奏
出前訪問

音 楽 集 団
「 懐 メ ロ ネ オ ン 」

随時派遣 依頼日時
施設や地域の催しで懐メロ演奏等の
慰問活動

和 楽 部 の 会 随時派遣 依頼日時
河内音頭、三味線、和太鼓民謡など
イベントや施設等出前訪問
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名称（50音順） 住　　　所 電話番号 FAX番号

青 い 鳥 工 房 大東市三箇 6‒16‒20 871‒4653 871‒4652

あ る く 大東市寺川 3-9-1
（サンハイツ岩本１階） 813-1005 813-1006

い ち ば ん 星 大東市野崎 1‒1‒22 877‒1055 877‒1054

大 阪 ア グ リ バ イ オ ㈱ 大東市龍間 943-1 869-1480 869-1480

大阪府こころの健康総合センター 大阪市住吉区万代東３丁目 1‒46
06‒6691‒2811 ㈹
こころの電話相談
06‒6607‒8814

06‒6691‒2814

（ 一 般 財 団 法 人 ）
大 阪 府 視 覚 障 害 者 福 祉 協 会

大阪市天王寺区生玉前町 5‒25
（大阪府盲人福祉センター内） 06‒6772‒1766 06‒6772‒1767

大 阪 府 四 條 畷 保 健 所 四條畷市江瀬美町 1‒16 878‒1021 876‒4484

大 阪 府 障 が い 者 自 立
相 談 支 援 セ ン タ ー 大阪市住吉区大領 3 丁目 2‒36 【身】 06‒6692‒5262

【知】 06‒6692‒5263
【身】 06‒6692‒5340
【知】 06‒6692‒3981

大阪府中央子ども家庭センター 寝屋川市八坂町 28‒5 828‒0161 828‒5319

大 阪 府 立 障 が い 者
交 流 促 進 セ ン タ ー

（ フ ァ イ ン プ ラ ザ 大 阪 ）
堺市南区城山台 5‒1‒2 072‒296‒6311 072‒296‒6313

北 河 内 東 障 害 者
就 業・ 生 活 支 援 セ ン タ ー 大東市赤井 1-7-102 871‒0047 889-1007

北 河 内 夜 間 救 急 セ ン タ ー 枚方市禁野本町 2‒13‒13
（枚方市保健センター内） 840‒7555 840‒7558

グ ロ ー リ ー ワ ー ク 大 東 大東市津の辺町 16‒6 862-0417 886-3099

公 民 館 大東市新町 13‒30
（総合文化センター内） 873‒3522 873‒0119

（総合文化センター） 

コ ス モ ス 大 野 大東市大野 1‒18‒31 873‒0045 873‒0045 

コ ス モ ス 御 領 大東市御領 3‒16‒15 871‒0265 871‒0265 

コ ス モ ス 住 道 大東市住道 1‒1‒9 870‒7410 870‒7410 

子 ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー 大東市北条 1-16-16 812-7791 812-3119 

こ ろ ぼ っ く る 大東市大野２丁目 8-11 813-3108 813-3119

支 援 セ ン タ ー さ く ら 大東市末広町 15‒6 871‒0030 889‒2365 

四 条 作 業 所 大東市寺川 3‒4‒9 875‒3599 875‒3580 

四 条 体 育 館（ 歴 史 と ス
ポ ー ツ ふ れ あ い セ ン タ ー）大東市野崎 3-6-1 072-876-7011 072-876-7702 

四 條 畷 警 察 署 大東市深野 3‒28‒1 875‒1234 872‒3509 

市 民 会 館 大東市曙町 4‒6 871‒0001 871‒0004 

社 会 福 祉 協 議 会 大東市新町 13‒13
（総合福祉センター内） 874‒1082 874‒1828

市 役 所 大東市谷川 1‒1‒1 872‒2181 ㈹ 875‒3018 

施設等所在地・連絡先一覧表

名称（50 音順） 住　　　所 電話番号 FAX 番号

青 い 鳥 工 房 大東市三箇 6-16-20 072-871-4653 072-871-4652

あ る く 大東市寺川 3-9-1
（サンハイツ岩本１階） 072-813-1005 072-813-1006

い ち ば ん 星 大東市野崎 1-1-22 072-877-1055 072-877-1054

大 阪 ア グ リ バ イ オ ㈱ 大東市龍間 308番地 20 072-869-1480 072-869-1480

大阪府こころの健康総合センター 大阪市住吉区万代東 3-1-46
06-6691-2811 ㈹
こころの電話相談
06-6607-8814

06-6691-2814

（ 一 般 財 団 法 人 ）
大 阪 府 視 覚 障 害 者 福 祉 協 会

大阪市東成区中道 1-3-59
（大阪府立福祉コミュニケーションセンター内） 06-6748-0615 06-6748-0616

大 阪 府 四 條 畷 保 健 所 四條畷市江瀬美町 1-16 072-878-1021 072-876-4484

大 阪 府 障 が い 者 自 立
相 談 支 援 セ ン タ ー 大阪市住吉区大領 3-2-36 【身】06-6692-5262

【知】06-6692-5263
【身】06-6692-5340
【知】06-6692-3981

大阪府中央子ども家庭センター 寝屋川市八坂町 28-5 072-828-0161 072-828-5319

大 阪 府 立 障 が い 者
交 流 促 進 セ ン タ ー

（ フ ァ イ ン プ ラ ザ 大 阪 ）
堺市南区城山台 5-1-2 072-296-6311 072-296-6313

北 河 内 東 障 害 者
就 業・ 生 活 支 援 セ ン タ ー 大東市住道 2-2　大東サンハイツ二番街 304号室 072-871-0047 072-889-1007

北 河 内 夜 間 救 急 セ ン タ ー 枚方市禁野本町 2-13-13
（枚方市保健センター内） 072-840-7555 072-840-7558

木 の 実 大東市北条 5-10-10 072-879-7458 072-879-7458

グ ロ ー リ ー ワ ー ク 大 東 大東市南楠の里町 16-6 072-862-0417 072-886-3099

公 民 館 大東市新町 13-30
（総合文化センター内） 072-873-3522 072-873-0119

（総合文化センター）

コ ス モ ス 大 野 大東市大野 1-18-31 072-873-0045 072-873-0045

コ ス モ ス 御 領 大東市御領 3-16-15 072-871-0265 072-871-0265

コ ス モ ス 住 道 大東市住道 1-1-9 072-870-7410 072-870-7410

子 ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー 大東市北条 1-16-16 072-812-7791 072-812-3119

こ ろ ぼ っ く る 大東市朋来 1-21-13　山正ビル 2F 072-813-3108 072-813-3119

支 援 セ ン タ ー さ く ら 大東市末広町 15-6 072-871-0030 072-889-2365

四 条 作 業 所 大東市寺川 3-4-9 072-875-3599 072-875-3580

四 条 体 育 館（ 歴 史 と ス 
ポ ー ツ ふ れ あ い セ ン タ ー）大東市野崎 3-6-1 072-876-7011 072-876-7702

四 條 畷 警 察 署 大東市深野 3-28-1 072-875-1234 072-872-3509

市 民 会 館 大東市曙町 4-6 072-871-0001 072-871-0004

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 ス タ ー ラ ボ 大東市赤井1-3-22　住道はりまやビル3F 090-6559-2558 072-813-7237
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名称（50音順） 住　　　所 電話番号 FAX番号

青 い 鳥 工 房 大東市三箇 6‒16‒20 871‒4653 871‒4652

あ る く 大東市寺川 3-9-1
（サンハイツ岩本１階） 813-1005 813-1006

い ち ば ん 星 大東市野崎 1‒1‒22 877‒1055 877‒1054

大 阪 ア グ リ バ イ オ ㈱ 大東市龍間 943-1 869-1480 869-1480

大阪府こころの健康総合センター 大阪市住吉区万代東３丁目 1‒46
06‒6691‒2811 ㈹
こころの電話相談
06‒6607‒8814

06‒6691‒2814

（ 一 般 財 団 法 人 ）
大 阪 府 視 覚 障 害 者 福 祉 協 会

大阪市天王寺区生玉前町 5‒25
（大阪府盲人福祉センター内） 06‒6772‒1766 06‒6772‒1767

大 阪 府 四 條 畷 保 健 所 四條畷市江瀬美町 1‒16 878‒1021 876‒4484

大 阪 府 障 が い 者 自 立
相 談 支 援 セ ン タ ー 大阪市住吉区大領 3 丁目 2‒36 【身】 06‒6692‒5262

【知】 06‒6692‒5263
【身】 06‒6692‒5340
【知】 06‒6692‒3981

大阪府中央子ども家庭センター 寝屋川市八坂町 28‒5 828‒0161 828‒5319

大 阪 府 立 障 が い 者
交 流 促 進 セ ン タ ー

（ フ ァ イ ン プ ラ ザ 大 阪 ）
堺市南区城山台 5‒1‒2 072‒296‒6311 072‒296‒6313

北 河 内 東 障 害 者
就 業・ 生 活 支 援 セ ン タ ー 大東市赤井 1-7-102 871‒0047 889-1007

北 河 内 夜 間 救 急 セ ン タ ー 枚方市禁野本町 2‒13‒13
（枚方市保健センター内） 840‒7555 840‒7558

グ ロ ー リ ー ワ ー ク 大 東 大東市津の辺町 16‒6 862-0417 886-3099

公 民 館 大東市新町 13‒30
（総合文化センター内） 873‒3522 873‒0119

（総合文化センター） 

コ ス モ ス 大 野 大東市大野 1‒18‒31 873‒0045 873‒0045 

コ ス モ ス 御 領 大東市御領 3‒16‒15 871‒0265 871‒0265 

コ ス モ ス 住 道 大東市住道 1‒1‒9 870‒7410 870‒7410 

子 ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー 大東市北条 1-16-16 812-7791 812-3119 

こ ろ ぼ っ く る 大東市大野２丁目 8-11 813-3108 813-3119

支 援 セ ン タ ー さ く ら 大東市末広町 15‒6 871‒0030 889‒2365 

四 条 作 業 所 大東市寺川 3‒4‒9 875‒3599 875‒3580 

四 条 体 育 館（ 歴 史 と ス
ポ ー ツ ふ れ あ い セ ン タ ー）大東市野崎 3-6-1 072-876-7011 072-876-7702 

四 條 畷 警 察 署 大東市深野 3‒28‒1 875‒1234 872‒3509 

市 民 会 館 大東市曙町 4‒6 871‒0001 871‒0004 

社 会 福 祉 協 議 会 大東市新町 13‒13
（総合福祉センター内） 874‒1082 874‒1828

市 役 所 大東市谷川 1‒1‒1 872‒2181 ㈹ 875‒3018 

施設等所在地・連絡先一覧表

名称（50音順） 住　　　所 電話番号 FAX番号

生 涯 学 習 セ ン タ ー ア ク ロ ス 大東市末広町 1-301
（ローレルスクエア住道サンタワー内） 869-6505 870-1405

障害者相談支援センターあおぞら 大東市氷野 2‒2‒5‒107
（大政ビル 3 号館） 875‒3969 800‒6051

市 民 体 育 館 大東市寺川 1‒20‒20 871‒3201 871‒3202

市 立 こ ど も 診 療 所 大東市幸町 8‒1 873‒8686 873‒8687 

自 立 支 援 生 活 の 場 翼 つ ば さ 大東市諸福 2-1-4 803-7429 803-7428

市 立 保 健 医 療 福 祉 セ ン タ ー 大東市幸町 8-1 874-9500
（地域保健課）

874-9529
（地域保健課）

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 大東市住道 1‒5‒17 873‒7311 874‒7650 

仁 泉 会 病 院 大東市諸福 8‒2‒22 875‒0100 875‒3377 

精 神 障 害 者 地 域 生 活 
支 援 セ ン タ ー あ ー す 大東市三住町 2‒1 874‒9900 874‒9922 

西 部 図 書 館 大東市氷野 4-4-70
( 来ぶらり南郷内 ) 873-1451 873-1461 

self － A ・ ル ミ エ ー ル 大東市三住町 1-3　ビルド昭和 3F 870-1111 870-9999

総 合 福 祉 セ ン タ ー 大東市新町 13‒13 872‒2222 874‒1828 

太 閤 フ ァ ー ム 大東市龍間 308-20 869-1480 869-1480

大東市障害者生活支援センター 大東市三住町 2‒7（シティワース1F） 806‒1331 806‒1333

大 東 消 防 署　（ 本 部 ）大東市新町 13‒35 875‒0119 871‒5654

大 東 消 防 署 東 分 署 大東市野崎 3-1-20 072-862-0119 072-862-0119

大 東 消 防 署 西 分 署 大東市南郷町 1-28 072-875-1119 072-875-1119

大 東 中 央 病 院 大東市大野 2‒1‒11 870‒0200 870‒0202 

大 東 販 売 所　（ 旬 栽 ）大東市新田中町 4-3 813-3581 813-3581

第 ２ 青 い 鳥 大東市三箇 4-5-19 803-6206 875-4115

龍 間 運 動 広 場 大東市龍間 1981-7 072-871-3201
（市民体育館）

072-871-3202
（市民体育館）

中 央 図 書 館 大東市新町 13‒30
（総合文化センター内） 873‒3523 873‒3610

チ ュ ー リ ッ プ ハ ウ ス 大東市三住町 2‒1 874‒9753 874‒9922 

津 の 辺 大東市南津の辺町 1‒43 878‒1118 878‒1195

テ ニ ス コ ー ト 大東市谷川 2-9 072-871-3201
（市民体育館）

072-871-3202
（市民体育館）

て ん と う 虫 大東市野崎 1‒22‒1 878‒5517 878‒5518

東 部 図 書 館 大東市野崎3-6-1(来ぶらり四条内) 812-6768 876-7702

独 立 行 政 法 人 自 動 車 事 故
対 策 機 構　 大 阪 主 管 支 所

大阪市中央区常磐町 1-3-8
（中央大通ＦＮビル 10 階） 06-6942-2804 06-6942-2807

名称（50 音順） 住　　　所 電話番号 FAX 番号

生 涯 学 習 セ ン タ ー ア ク ロ ス 大東市末広町 1-301
（ローレルスクエア住道サンタワー内） 072-869-6505 072-870-1405

市 民 体 育 館 大東市寺川 1-20-20 072-871-3201 072-871-3202

市 立 こ ど も 診 療 所 大東市幸町 8-1 072-873-8686 072-873-8687

自 立 支 援 生 活 の 場 翼 つ ば さ 大東市諸福 2-1-4 072-803-7429 072-803-7428

市 立 保 健 医 療 福 祉 セ ン タ ー
（ す こ や か セ ン タ ー）大東市幸町 8-1

072-874-9500
（地域保健課）

072-874-9529
（地域保健課）

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 大東市住道 1-5-17 072-873-7311 072-874-7650

仁 泉 会 病 院 大東市諸福 8-2-22 072-875-0100 072-875-3377

す ま い る 大東市諸福 4-5-10 072-874-1128 072-874-5000

精 神 障 害 者 地 域 生 活
支 援 セ ン タ ー あ ー す 大東市三住町 2-1 072-874-9900 072-874-9922

西 部 図 書 館 大東市氷野 4-4-70
（来ぶらり南郷内） 072-873-1451 072-873-1461

self － A・ ル ミ エ ー ル 大東市三住町 1-3　ビルド昭和 3F 072-870-1111 072-870-9999

総 合 福 祉 セ ン タ ー 大東市新町 13-13 072-872-2222 072-874-1828

相 談 支 援 セ ン タ ー あ お ぞ ら 大東市氷野 2-2-5-107
（大政ビル３号館） 072-875-3969 072-800-6051

大東市障害者生活支援センターみすみ 大東市三住町 2-7（シティワース 1F） 072-806-1331 072-806-1333

大 東 市 役 所 大東市谷川 1-1-1 072-872-2181 ㈹ 072-875-3018

大 東 市 社 会 福 祉 協 議 会 大東市新町 13-13
（総合福祉センター内） 072-874-1082 072-874-1828

大 東 消 防 署（ 本 部 ）大東市新町 13-35 072-875-0119 072-871-5654

大 東 消 防 署 東 分 署 大東市野崎 3-1-20 072-862-0119 072-862-0119

大 東 消 防 署 西 分 署 大東市南郷町 1-28 072-875-1119 072-875-1119

大 東 中 央 病 院 大東市大野 2-1-11 072-870-0200 072-870-0202

第 ２ 青 い 鳥 大東市三箇 4-5-19 072-803-6206 072-875-4115

龍 間 運 動 広 場 大東市龍間 1981-7 072-871-3201
（市民体育館）

072-871-3202
（市民体育館）

中 央 図 書 館 大東市新町 13-30
（総合文化センター内） 072-873-3523 072-873-3610

チ ュ ー リ ッ プ ハ ウ ス 大東市三住町 2-1 072-874-9753 072-874-9922

津 の 辺 大東市南津の辺町 1-43 072-878-1118 072-878-1195

で こ ぼ こ パ ー ト ナ ー bumpy 大東市明美の里町 16-29 072-877-8055 072-877-8066

テ ニ ス コ ー ト 大東市谷川 2-9 072-871-3201
（市民体育館）

072-871-3202
（市民体育館）

て ん と う 虫 大東市野崎 1-22-1 072-878-5517 072-878-5518
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名称（50音順） 住　　　所 電話番号 FAX番号

野 崎 徳 洲 会 病 院 大東市谷川 2‒10‒50 874‒1641 874‒1253

野 崎 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 大東市深野 3‒1‒1 874‒5645 874‒1642 

の ん び り ハ ウ ス 大東市北条 1-17-1
（橋本マンション１０１） 876‒2850 876‒2850

ハ ー ト フ ル 大 東 大東市太子田 1‒12‒31 889‒1025 889‒1026

ハ ー ト フ ル 北 条 大東市北条 4‒12‒26 879‒6101 879‒6102

ハ ロ ー ワ ー ク 門 真 
（ 門 真 公 共 職 業 安 定 所 ）

門真市殿島町 6‒4 
（守口門真商工会館 2F） 06‒6906‒6831 06‒6908‒8943

阪 奈 病 院 大東市寺川 1‒1‒31 874‒1111 874‒1114 

阪 奈 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 大東市寺川 1‒1‒9 870‒7701 870‒5575 

Ｖ ｉ ｖ ｉ ｄ － Ｌ ｉ ｆ ｅ 大東市御供田 4-4-11
（ロイヤルメゾン千國１０３号） 800-3185 800-3160

フ ッ ト プ ロ ダ ク ツ（ 株 ）大東市北条 7‒1‒1　1 階 876‒1310 876‒1311 

ぷ ら す 住 道 大東市浜町 9-15
（サンアイ第２ビル３階） 816-0555 816-0556

文 化 情 報 セ ン タ ー（DIC 2 1） 大東市住道 2‒3‒1（ ALBi 住道内）869‒6505 
（アクロス）

870‒1405 
（アクロス）

文化ホール（サーティホール）大東市新町 13‒30
（総合文化センター内） 873‒0030 873‒0119

ラ イ フ ア ー ト 四 條 畷 大東市北条 3‒3‒24 877‒1690 877‒1690 

北 条 体 育 館
（ 北 条 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー）大東市北条 1-16-16 072-812-7900 072-812-7910

訪問看護ステーションカラフル 大東市住道 2-7-12
（ツインフラッツ７０６号） 889-5505 889-5506

ぽ ぽ ろ 大 東 大東市御供田 2‒1‒29 800-6685 871‒0182 

ま な び 北 新 大東市北新町 3-101 876-7701 876-7701

ま な び 泉 大東市泉町 1-3-1（泉小学校内） 870-1167 870-1167

ま な び 南 郷 大東市氷野 4-4-70
( 来ぶらり南郷内 ) 873-1451 873-1461

マ ハ ロ 大東市三箇 6‒5‒5 803‒8763 803‒8764 

み ど り の 里 大東市北条 6‒2230‒2 803‒2946 803‒2947

民 生 委 員 児 童 委 員 事 務 局 大東市新町 13‒13
（総合福祉センター内） 874‒1082 874‒1828

守 口 年 金 事 務 所 守口市京阪本通 2-5-5
（守口市役所内７階） 06‒6992‒3031 06‒6992‒6038

野 外 活 動 セ ン タ ー 大東市龍間 1846 869-0232 886-3152

ゆ い ま ー る 大東市南楠の里町 9-11 090-7637-7335 06-7175-5508

ラ イ フ ア ー ト 四 條 畷 大東市北条 3‒3‒24 877‒1690 877‒1690 

名称（50 音順） 住　　　所 電話番号 FAX 番号

東 部 図 書 館 大東市野崎 3-6-1（来ぶらり四条内）072-812-6768 072-876-3577

独 立 行 政 法 人 自 動 車 事 故
対 策 機 構　 大 阪 主 管 支 所

大阪市中央区常盤町 1-3-8
（中央大通 FNビル 10階） 06-6942-2804 06-6942-2807

に じ い ろ の お う ち 大東市泉町 2-13-5 072-812-2528 072-812-2529

野 崎 徳 洲 会 病 院 大東市谷川 2-10-50 072-874-1641 072-874-1253

の ん び り ハ ウ ス 大東市北条 1-17-1
（橋本マンション１０１） 072-876-2850 072-876-2850

ハ ー ト フ ル 大 東 大東市太子田 1-12-31 072-889-1025 072-889-1026

ハ ー ト フ ル 北 条 大東市北条 4-12-26 072-879-6101 072-879-6102

ハ ロ ー ワ ー ク 門 真
（ 門 真 公 共 職 業 安 定 所 ）

門真市殿島町 6-4
（守口門真商工会館 2F） 06-6906-6831 06-6908-8943

阪 奈 病 院 大東市寺川 1-1-31 072-874-1111 072-874-1114

V i v i d － L i f e 大東市御供田 4-4-11（ロイヤルメゾン千國１０３号） 072-800-3185 072-800-3160

ピ ア リ ン 大東市野崎 1-9-5　隅田マンション 102号・103号 072-800-8556 072-800-8565

ピ リ ナ 大東市北条 1-7-23　樋口ビル 1階 072-800-8556 072-800-8565

福 祉 わ ん ど 大東市寺川 3-1-27 072-800-8501 072-800-8502

フ ッ ト プ ロ ダ ク ツ（ 株 ）大東市北条 7-1-1　グリーンハイツ山本 1F 072-876-1310 072-876-1311

ぷ ら す 住 道 大東市浜町 9-15
（サンアイ第２ビル３階） 072-816-0555 072-816-0556

文 化 情 報 セ ン タ ー（DIC ２ １）大東市住道 2-3-1（ALBi 住道内） 072-869-6505
（アクロス）

072-870-1405
（アクロス）

文 化 ホ ー ル（ サ ー テ ィ ホ ー ル ）大東市新町 13-30（総合文化センター内） 072-873-0030 072-873-0119

北 条 体 育 館
（ 北 条 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー）大東市北条 1-16-16 072-812-7900 072-812-7910

ま な び 北 新 大東市北新町 3-101 072-876-7701 072-876-7701

ま な び 南 郷 大東市氷野 4-4-70
（来ぶらり南郷内） 072-873-1451 072-873-1461

マ ハ ロ 大東市三箇 6-5-5　ナカノハイツ１階 072-803-8763 072-803-8764

み ど り の 里 大東市北条 6-2230-2 072-803-2946 072-803-2947

民 生 委 員 児 童 委 員 事 務 局 大東市新町 13-13
（総合福祉センター内） 072-874-1082 072-874-1828

守 口 年 金 事 務 所 守口市京阪本通 2-5-5
（守口市役所内７階） 06-6992-3031 06-6992-6038

野 外 活 動 セ ン タ ー
（ キ ャ ン ピ ィ だ い と う ）大東市龍間 1846 072-869-0232 072-886-3152

ゆ い ま ー る 大東市南楠の里町 9-11 090-7637-7335 06-7175-5508
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名称（50音順） 住　　　所 電話番号 FAX番号

リ ハ ビ リ 訪 問 看 護
ス テ ー シ ョ ン フ ァ ミ リ ア 大東市赤井 1-12-13 806-3335 806-3336

歴 史 民 俗 資 料 館 大東市野崎 3-6-1
（来ぶらり四条内） 876-7011 876-7702

わ か く さ 大 東 訪 問
看 護 ス テ ー シ ョ ン 大東市谷川 2‒7‒10 873‒6508 873‒6510

わ か く さ 竜 間 リ ハ ビ
リ テ ー シ ョ ン 病 院 大東市龍間 1580 869‒0116 869‒0135 

ワ ー ク サ ポ ー ト 大 東 大東市住道 2‒2
（大東サンメイツ 2 番館 4F） 874‒8733 874‒8770

ワ ー ク 支 援 セ ン タ ー 光 翔 大東市栄和町 2-15
（プチロワイアル河合 101 号） 814-8450 814-8451

ワ ー ク 支 援 セ ン タ ー 光 成 大東市新町 10-3
（ファーストコート住道 102 号室） 800-3727 800-3728

ワ ー ク ス ペ ー ス き ず な 大東市三箇 3‒6‒4
（メゾン山口弐番館 B・C） 875‒5150 875-5150

ワ ー ク ス ペ ー ス つ な ぐ 大東市大東町 5-24 875-1152 875-1152

ワ ー ク ボ ッ ク ス 大 東 大東市深野 3‒28-3
（アクティブスクウェア大東 306 号）871‒0999 814‒5179 

和 光 苑 大東市野崎 3‒12‒1 877‒8800 877‒4146 

名称（50 音順） 住　　　所 電話番号 FAX 番号

Universal College CRECIO 大東市大野 1-4-25 072-873-9000 072-873-9900

歴 史 民 俗 資 料 館 大東市野崎 3-6-1
（来ぶらり四条内） 072-876-7011 072-876-7702

ワ ー ク サ ポ ー ト 大 東 大東市住道 2-2
（大東サンメイツ２番館 4F） 072-874-8733 072-874-8770

ワ ー ク 支 援 セ ン タ ー 光 翔 大東市栄和町 2-15
（プチロワイアル河合 101号） 072-814-8450 072-814-8451

ワ ー ク 支 援 セ ン タ ー 光 成 大東市新町 10-3
（ファーストコート住道 102号室） 072-800-3727 072-800-3728

ワ ー ク ス ペ ー ス い ろ は 大東市野崎 2-3-6 号 072-812-3100 072-813-3303

ワ ー ク ス ペ ー ス き ず な 大東市三箇 3-6-4
（メゾン山口弐番館B・C） 072-875-5150 072-875-5150

ワ ー ク ス ペ ー ス つ な ぐ 大東市大東町 5-24 072-875-1152 072-875-1152

ワ ー ク ボ ッ ク ス 大 東 大東市深野 3-28-3
（アクティブ・スクウェア・大東306号）072-871-0999 072-814-5179

ワ ー ク リ ブ 大東市赤井 2-19-21 072-803-7191 072-803-7192

和 光 苑 大東市野崎 3-12-1 072-877-8800 072-877-4146
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